
農地中間管理機構（農地集積バンク）による集積・集約化活動

【４０，０２５百万円】

対策のポイント

農業の競争力強化のために不可欠な農業構造の改革と生産コストの削減を

強力に推進するため、農地の中間受け皿となる農地中間管理機構の設立と当

該機構による担い手への農地集積と集約化の加速化を支援します。

＜背景／課題＞

・ 現在の我が国の農業構造を見ると、担い手への農地流動化は毎年着実に進展し、担

い手の利用面積は農地全体の約５割となっているところですが、農業の生産性を高め、

競争力を強化していくためには、担い手への農地集積・集約化を更に加速し、生産コ

ストを削減していく必要があります。

・ このため、先の臨時国会において成立した「農地中間管理事業の推進に関する法律」

に基づく農地中間管理機構を早急に設立し、担い手への農地集積・集約化に取り組む

必要があります。

政策目標

担い手が利用する面積が今後10年間で全農地面積の８割となるよう農地集

積を推進

＜主な内容＞

１．農地中間管理機構事業 １３，７２１百万円

農地の中間受け皿となる農地中間管理機構の整備・活動を支援します。

２．機構集積協力金交付事業 １５，３０４百万円

農地中間管理機構にまとまって農地の貸付けを行った地域及び同機構に対する貸付

けに伴って離農又は経営転換する者等に対して協力金を交付します。

３．農地情報公開システム整備事業 １１，０００百万円

農地台帳の電算化・地図化を支援します。

事業実施主体：都道府県、民間団体

［お問い合わせ先：経営局農地政策課 （０３－６７４４－２１５１）］

[平成25年度補正予算の概要]



農業農村整備事業（公共）
【８０，０００百万円】

対策のポイント
担い手への農地集積・集約化、農業の高付加価値化のための農地の大区画

化・汎用化、畑地かんがいの整備、老朽化した農業水利施設の長寿命化・耐
震化対策、洪水被害防止対策等を推進します。

＜背景／課題＞
・農地の集積・集約化、農業の生産性向上を図るためには、今般制度化された農地中間

管理機構とも連携しつつ、大区画化等の農地整備を推進する必要があります。
・国土強靱化を図るためには、地震・豪雨等の自然災害の激甚化や基幹的な農業水利施

設の老朽化への対策を講ずる必要があります。

政策目標
○担い手が利用する面積が今後10年間で全農地面積の８割となるよう農地集
積を推進

○国営造成施設における重要構造物の耐震設計・照査の実施率
（約２割（平成23年度）→約６割（平成28年度））

○基幹水利施設の機能診断済みの割合
（約４割（平成22年度）→約７割（平成28年度））

＜主な内容＞（下線部は拡充内容）

１．農業競争力強化対策 ４５，０００百万円
農地中間管理機構との連携等により、大区画化等の基盤整備を実施し、担い手への

農地集積・集約化や農業の高付加価値化を推進します。

（１）農業競争力強化基盤整備事業
・受益面積：20ha以上（中山間地域：10ha以上）
・促 進 費：地区の大宗を集積・集約化した場合は事業費の最大12.5％を交付

（２）農業基盤整備促進事業
・水田・畑の畦畔除去、暗渠排水等の簡易整備を定額助成（10万円／10ａ等）
・面的集積の場合は定額助成の単価を２割引上げ

２．国土強靱化対策 ３５，０００百万円
老朽化した農業水利施設の長寿命化・耐震化、農村地域の洪水被害防止対策等を実

施します。（地震、豪雨、地すべり等の災害対策を農村地域防災減災事業として統合）

農業競争力強化基盤整備事業【拡充】（１） １８，３４５百万円
農業基盤整備促進事業【拡充】（１） １３，３２９百万円
農業水利施設保全合理化事業（１） ５，２９５百万円
国営農地再編整備事業（１） ７，７２０百万円
国営かんがい排水事業（１、２） ９，４２２百万円
農村地域防災減災事業【拡充】（２） ２０，９５５百万円
国営総合農地防災事業（２） ４，０８５百万円
水資源機構かんがい排水事業（２） ６１０百万円
土地改良施設管理費補助（２） ２３８百万円

国庫負担率・補助率：２／３、１／２等

事業実施主体：国、都道府県等

〔お問い合わせ先：農村振興局設計課 （０３－３５０２－８６９５）〕

［平成25年度補正予算の概要］



農業農村整備事業

無かん水 かん水

（切り土）（盛り土）

農家数 戸当たり規模

３６３戸 ０．６ｈａ／戸

：集落営農参加合意者

：自家消費希望者

計画現況

露地野菜（レタス） 灌水効果（キャベツ）施設園芸（メロン）

地域全体の一体的な農地整備

簡易整備による区画拡大

農地中間管理機構の活用

農地整備事業

農地中間管理事業

合理的な農地
集積・集約化

ハザードマップの作成

点検調査 補強したため池

ため池の点検・整備

小学校
幹線道

排水機場

畑地かんがいの整備

洪水被害防止対策

ため池下流の住宅の安全確保

水路の機能診断 補修 管内の点検 補修

農業水利施設の補修・更新

○ 農地中間管理機構との連携等により大区画化等の基盤整備を実施し、
担い手への農地集積・集約化や農業の高付加価値化を推進。

○ 基幹的な農業水利施設やため池等の耐震化対策、集中豪雨による
農村地域の洪水被害防止対策等を実施。

○ 老朽化した農業水利施設について、点検・診断の結果に基づき、
補修・更新等を実施。

１．農業の競争力強化対策 ２．農村地域の防災・安全対策



耕作放棄地再生利用緊急対策交付金
【２００百万円】

対策のポイント

荒廃した耕作放棄地を引き受けて作物生産を再開する農業者や農地中間管

理機構等が行う再生作業や土づくり、作付・加工・販売の試行等の取組を支

援します。

＜背景／課題＞

・農地は食料の安定供給にとって不可欠な資源ですが、農業者の高齢化の進行等により

耕作放棄地が年々増加しています。

・こうした中で、我が国の食料供給力を強化していくためには、農地制度の適切な運用

を行うとともに、荒廃した耕作放棄地を再生利用する取組を地方公共団体、農業団体

等が一丸となって進めていく必要があります。

政策目標

農用地区域を中心として、年間６千haの荒廃した耕作放棄地を解消

＜主な内容＞

１．耕作放棄地を再生利用する活動への支援

荒廃した耕作放棄地の再生作業（雑草・雑木の除去、土づくり等）や再生農地へ

の作物の導入、試験販売等の取組を支援します。併せて、中心経営体に集約化（面

的集積）する場合は、再生作業(定額)の助成単価を２割加算することとします。

また、新たに農地中間管理機構が行う再生作業の取組についても支援します。

２．施設等の整備への支援

耕作放棄地の再生利用に必要な基盤整備（用排水施設の整備等）や農業用機械・

施設、貯蔵施設、農業体験施設等の整備を支援します。

３．附帯事業への支援

引き受け手と受け入れ地域のマッチング、農地利用調整等を支援します。

補助率：定額（再生作業５万円/10a等）、１/２以内等

事業実施主体：耕作放棄地対策協議会

［お問い合わせ先：農村振興局農村計画課 （０３－６７４４－２４４２）］

［平成25年度補正予算の概要］



【交付金の流れ】

【事業メニュー】
① 耕作放棄地を再生利用する活動への支援

ア 再生作業（雑草・雑木の除去等）及び土づくり（肥料、有機質資材の投入等）

・定額支援【５万円/10a※】（重機を用いて行う場合等【１／２以内等】）

※ 再生作業に併せて中心経営体に集約化（面的集積）する場合、助成単価を２割加算

・土づくり（２年目に必要な場合のみ）【2.5万円/10a】

イ 営農定着（再生農地への作物の導入等）【2.5万円/10a】

ウ 経営展開（試験販売、実証ほ場の設置・運営等 ）【定額】

② 施設等の整備への支援
・基盤整備（用排水施設の整備等）、乾燥調製貯蔵施設、集出荷貯蔵施設、

農業体験施設（市民農園等）、農業用機械・施設の整備【１／２以内等】

・小規模基盤整備【2.5万円/10a】

③ 附帯事業への支援【定額】
・広域利用調整：都道府県域を越えて行う農地利用調整活動への支援

・交付金執行事務：交付事務、地域における農地利用調整、普及啓発活動等への支援

◇戦略作物等を栽培する場合は、土地所有者による再生作業及び農用地区域外（市街化区域は

除く）における取組についても支援対象

１．事業概要 荒廃した耕作放棄地を引き受けて作物生産を再開する農業者、農地中間管
理機構、農業者組織、農業へ参入する法人等が行う再生作業や土づくり、作
付・加工・販売の試行、必要な施設の整備等の取組を総合的に支援します。

２．実施主体 耕作放棄地対策協議会（都道府県協議会・地域協議会）
（※地方公共団体、農業団体等により構成）

耕作放棄地再生利用緊急対策交付金の概要
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攻めの農業実践緊急対策
【 】３５，０００百万円

対策のポイント
低コスト・高収益な産地体制への転換を図るため、生産体制、流通加工体

制の効率化等に計画的に取り組む産地を総合的に支援します。

＜背景／課題＞

低コスト・高収益な産地体制に転・攻めの農業を実現し、所得の向上を図るためには、

が不可欠です。換すること

・このためには、水田フル活用の推進とともに、中山間地域などの地理的条件や担い手

その地域での最適な作付体系に転換するなど、営農の改革に取り組の状況に応じて、

むことが重要 機械利用体系の効率化や高収益な作物への作付転換等への支援であり、

です。が必要

政策目標
機械利用体系の効率化等による農産物の生産コスト１割削減 等

＜主な内容＞

１．効率的な生産体制等への転換支援
地域で進められつつある攻めの農業を実践する取組を後押しするため、水田フル

活用をはじめ、 を対象に、効率的な機械利用体系の構改革に取り組むあらゆる営農

築に必要な 。大型機械の導入や既存機械の再利用等を支援します

条件不利地域等における高収益な生産体制への転換を推進するため、収益また、

します。性の高い作物への作付転換に必要な機械・設備の導入等を支援

交付率：基金管理団体への交付は定額（事業実施主体へは事業費の１／２以内等）

事業実施主体：地域農業再生協議会

２．効率的な流通加工処理体制への転換支援
効率的流通加工体制づくりに向け、既存の集出荷施設や加工施設の再編合理化を

施設の機能向上や既存施設の有効活用を図るために必要な設備の導推進するため、

します。入等を支援

交付率：基金管理団体への交付は定額（事業実施主体へは事業費の１／２以内等）

事業実施主体：農業者団体、民間事業者等

［ （ ）］お問い合わせ先：生産局総務課生産推進室 ０３－３５０２－５９４５

［平成25年度補正予算の概要］



 
 
 

① 効率的機械利用体系を構築する取組（機械のリース導入や既存機
械の再利用等に要する経費） 

 

② 高収益品目に作付転換する取組（機械のリース導入や簡易な農地
整備等に要する経費） 

 

③ 集出荷施設等の再編合理化を行う取組（施設の機能向上や有効
活用のための設備のリース導入等に要する経費） 

④ その他地域が一体となって行う取組（技術習得、検討会開催等事
業推進に要する経費等） 

 

 
 機械・設備のリース導入等は1/2以内（本体価格）、事業推進等は定額 
 

※ 認定農業者の方は補助残に対してスーパーL資金を活用可能。 

  
 
 

 低コスト・高収益な生産体制への転換を加速化するため、機械利用
体系の効率化や高収益作物への作付転換を支援します。 
 また、集出荷施設や加工処理施設の再編合理化を推進するため、
機能向上等に必要な設備の導入等を支援します。 

事業内容 

支援内容 

効率的な生産体制で 
攻めの農業を実践！ 

  低コスト・高収益な産地体制への転換を図るため、生産体制、流通加工体制の効率化等に計画的に取り組む産地を総合的
に支援します。 

事業の流れ 

都道府県農業再生協議会（基金） 
 
 
 

地域農業再生協議会 

国 

基金造成 

・産地体制の転換を図る都道府県全体の事業計画の策定 
・生産体制の効率化等を図る地域農業再生協議会への助成金の交付 
・集出荷・加工処理体制の効率化を図る再編事業者への助成金の交付 

・生産体制の効率化等を支援する

事業計画の策定 
・農業者等の取組への支援の実施 

※ 県協議会への造成額は、当該県の農地面積、地域農業再生協議会の数等に
応じて算定される金額の範囲内とします。 

交付先 
都道府県農業再生協議会に一括で基金を造成します。 

攻めの農業実践緊急対策 
【２５年度補正予算：３５，０００百万円】 

（１）支援の対象となる取組 

（２）協議会が支援を行う場合の補助率 

再編事業者 
・集出荷・加工処理体制の効率化

を図る事業計画の策定 
・施設の再編合理化を実施 農業者等 

・機械利用体系の効率化や高収益

作物作付転換を図るプランを作成 
・プランに基づく取組を実施 

効率的な施設稼働で 
産地を支援！ 

※ 特定農産加工業者の方は補助残に対し
て特定農産加工資金を活用可能 



次世代施設園芸導入加速化支援事業
【３，０００百万円】

対策のポイント
先端技術と強固な販売力を融合させ、生産から調製・出荷までを一気

通貫して行うとともに、地域資源を活用したエネルギーを活用する次世
代施設園芸拠点の整備を進めます。

＜背景／課題＞

・我が国の施設園芸を次世代に向かって発展させるには、施設の大規模な集約による

コスト削減や、ＩＣＴを活用した高度な環境制御技術による周年・計画生産を行い、

所得の向上と地域雇用の創出を図っていくことが必要です。

・また、近年の燃油価格の高騰を踏まえ、化石燃料依存からの脱却を目指し、木質バ

イオマス等の地域資源のエネルギーを活用していくことが必要です。

政策目標
整備地区において化石燃料使用量を５年間で３割削減するとともに、

地域の所得向上や雇用創出を実現

＜主な内容＞

１．次世代施設園芸推進に必要な環境整備
民間企業や生産者をはじめ、地方自治体や研究機関等が構成員となるコンソ

ーシアム（協議会）で運営方針等を協議し、異業種連携・直接流通等の差別化

販売のためのマッチング等の取組を支援します。また、次世代施設園芸拠点整

備の全国展開を加速化するため、取組意向のある産地に対する計画策定の支援、

導入コスト低減に向けた施設・設備の標準化の検討等を行います。

２．次世代施設園芸拠点の整備
次世代施設園芸拠点の中核施設となる木質バイオマス等の地域の未利用資源

を活用するエネルギー供給センター、完全人工光型植物工場を活用した種苗供

給センター、高度な環境制御を行う温室、集出荷施設等の整備を支援します。

３．次世代施設園芸推進に必要な技術実証の推進

生産コスト縮減のための新技術実証や野菜の機能性等を向上させる生産技術

実証、未利用資源・エネルギーの活用に係る実証等の取組を支援します。

補助率：定額、１／２

事業実施主体：民間企業、生産者、地方自治体等からなるコンソーシアム等

お問い合わせ先：
生産局園芸作物課花き産業・施設園芸振興室（０３－３５９３－６４９６）

［平成25年度補正予算の概要］



次世代施設園芸導入加速化支援事業

≪生産方法≫
・野菜等は、気象条件により作柄が変動しやすく、保存性も乏しいた
め、価格が変動しやすい。
→研究機関や民間企業のアドバイスにより、植物工場等を活用した
新たな栽培・環境制御技術で、安定した生産を実現。
→いつでも、安定した価格でスーパーに並び、消費者に提供。

≪流通≫
・出荷センターから、直接販売することで、鮮度維持、流通コスト削減。
→新鮮な農産物を提供。

≪産地≫
・化石燃料から脱却し燃油価格高騰に左右されない経営基盤の確立。
→生産を担う農家の経営基盤の安定。

≪生産物≫
・「できたものを売る」から
「売れるもの（ニーズのあるもの）を作る」へ。

→家庭用、加工・業務用の用途別ニーズに対応した生産。
（例：トマトの場合、加工・業務用は、果肉の硬い品種が人気）
カット野菜等の食品に適したトマトの品種を栽培することで、
日持ち性、食味のアップ。

→コンソーシアムに参画する民間企業（例：外食企業）が購入・利用。

安心・安全な農産物

安定供給・安定価格

高鮮度な農産物

ﾏｰｹｯﾄｲﾝに基づいた農産物

国民の食生活へ貢献

●地産地消エネルギーを利活用
●高度な環境制御技術により周年・計画生産を実施
●出荷センターを併設することにより、調製・出荷を効率化
●コスト削減と地域雇用の創出

次世代施設園芸で実現すること

国民の食生活を支える次世代施設園芸

貢献

次世代施設園芸拠点の一気通貫した取組

エネルギー供給センター

○木質バイオマス等地域の未利用
エネルギーの活用。

・木質バイオマスエネルギー等、地域のエネルギーを活用し、
抜本的な化石燃料からの脱却を推進。
・エネルギー供給センターを設置し、団地にエネルギーを供
給することで、個別のハウスに燃料を輸送する経費を削減す
ることも可能。

種苗供給センター

○植物工場でクリーンな苗を生産。 ・環境が制御された苗供給センターを活用。多品目で構成さ
れる団地に年間を通じて計画的に種苗を供給。

施設園芸団地における生産

・トマトやピーマン、花き等の多品目、大規模な施設園芸団地を集結。
・環境制御システムや新技術導入を行い、生産性向上。
・周年雇用を実現し、地域の農地整備等、集落機能の維持にも活用。

出荷センター

・団地に出荷センターを併設。
・調製・出荷コスト削減や生産情報管理よる有利販売を実現。
・企業と直結した出荷を実現。

ペレットボイラー

苗生産施設トマト苗

トマト レタス

収集・運搬

出
荷

ハウス団地

※高収量を実現するトマトの新たな栽培技術である一段密植養液栽培
では、年間を通して苗が必要となるため、完全人工光型植物工場を活
用し、クリーンで高品質な苗を計画的に生産。

林地残材

ペレット

種
苗

○最新栽培技術
開発・実証（養
液システム、
LED補光等）

○機能性分析
○地域活性化プランの推進、用地調整、計画とりまとめ都道府県等

○生産システムのマネジメント
○出荷・取引に係る計画策定・実行

生産者

○技術指導
○経営指導

普及機関

○施設機械開発・導入
○低コスト化

民間企業

○ニーズ把握
○直接買い取り

実需者

連
携

● 先端技術をもつ民間企業や強固な販路を持つ実需者等がメンバーとなるコンソーシアムで団地を運営。
● 研究機関や普及機関も新技術導入等を重点的に支援。
● 養液システムやフィルムメーカー等の農業分野の民間企業による高度な技術指導を実施。
● 商社やカット野菜メーカー等が生産から流通販売まで参画し、作付品目、数量等を決定。
● 参画する担い手の経営診断を実施し、長期にわたる団地経営の健全化。

次世代施設園芸推進コンソーシアムで運営

研究機関

導入時の重点支援、新技術導入実証

支援

共同活動

●拠点と連携し、先端技術の実証研究を実施

【先端技術の例】

遠隔管理による
大規模施設の精
密環境制御技術

熱源として地下
水を利用した
ヒートポンプシ
ステム

研究開発事業との連携（技術会議）

研究成果の
迅速な導入

支援 支援

（25年度補正予算：3,000百万円）



加工・業務用野菜生産基盤強化事業
【１，０００百万円】

対策のポイント

加工・業務用野菜への転換を推進する産地に対し、加工・業務用野菜の安

定生産に必要な作柄安定技術の導入を支援します。

＜背景／課題＞

・近年、異常気象や連作障害により野菜の作柄が不安定となる中、加工・業務用野菜の

輸入が増加する状況にあります。

・このため、輸入野菜からのシェア奪還に向け、これまでの生鮮野菜産地等が加工・業

務用への作付転換を進めるとともに、異常気象や連作障害に対処し安定的に供給でき

るような作柄安定技術の導入が喫緊の課題となっています。

・とりわけ、今夏の高温・少雨の影響により不作であるたまねぎについては輸入急増の

おそれがあることから、早急に安定供給体制の整備を図ることが必要です。

政策目標

加工・業務用指定野菜の出荷量の増加

81万５千トン（平成20年度） → 132万７千トン（平成32年度）

＜主な内容＞

輸入野菜からのシェア奪還に向け、加工・業務用野菜への転換を推進する産地を

対象に、加工・業務用野菜の安定供給に必要な土壌・土層改良、被覆資材の使用等

の作柄安定技術を導入する場合に３年間支援します。

（支援額：7万円/10a（1年目）、5万円/10a（2年目）、3万円/10a（3年目））

補助率：定額

交付先：（独）農畜産業振興機構

事業実施主体：農業者団体等

［お問い合わせ先：生産局園芸作物課 （０３－３５０２－５９６１）］

［平成25年度補正予算の概要］



【産地の収益改善のイメージ（たまねぎの例）】

【対象産地】 たまねぎなど輸入量が多く重要な野菜について、
加工･業務用対応のための生産・流通の構造改
革を図る産地。

【支援内容】 加工・業務用野菜への作付転換を推進するため、
作柄安定技術を導入する場合に、当該経費の相
当額の一部を定額の面積払により支援。

単位（万円/１０ａ） 販売収入① コスト ② 収益①-② その他

生鮮たまねぎ ４０ ３４ ６

<従来>加工たまねぎ ２８ ２７ １ 調製・選別作業なし

(構造改革3年後)
加工たまねぎ

３４ ２４ １０
単収2割アップ
コスト1割削減

作柄安定技術・専用機械の導入 （初年度７万円/10ａ）

◆ たまねぎ（北海道畑作地帯）のケース

【産地の課題】

【産地の対応】
・ 播種前契約の導入を通じて出荷量を確保するとともに、大型コンテナを利
用した契約ほ場からの無選別品の出荷を進め、流通コスト等を大幅に削減。

・ 作柄安定のための技術を早急に導入し、単収の向上を図る。

・ 近年の異常気象で加工たまねぎを安定供給できず中国産を中心に輸入急増。

・ 輸入品からのシェア奪還に向け、異常気象下での作柄安定と産地の構造改革
が喫緊の課題。

大型ハーベスター
での収穫

大型コンテナ
での貯蔵

◆ ほうれんそう（九州葉たばこ産地等）のケース

【産地の課題】

一斉収穫を可能
とした収穫機

加工用に栽培した
ほうれんそう

40cm

【産地の対応】
・ 全国有数の加工ほうれんそう専用産地を形成（H22：０ha→H24：180ha）しつ
つ、バリューチェーンの核となる冷凍野菜工場を整備。

・ 加工適性のある品種を選定し、大型収穫機の導入等により省力化を実現。

・ 口蹄疫復興、葉たばこの転換対策が喫緊の課題。
・ 国内産地と競合しないよう、輸入割合の高い加工・業務用への進出が必要。

産
地
で
の
導
入
イ
メ
ー
ジ

加工・業務用を中心に輸入が急増しているたまねぎについて、国産シェアの
回復を図り、国産野菜の利用拡大に資する。

輸入が８割を占める冷凍ほうれんそう分野に進出し、輸入品からの置換えを
図り、国産野菜の利用拡大に資する。 また、産地での加工に取り組むことで、
ﾊﾞﾘｭｰﾁｪｰﾝの構築とともに、高品質な冷凍ほうれんそうの輸出も視野。

・ 土壌・土層改良の実施、マルチ・べたがけ等の資材の
使用、病害虫防除資材の導入 等

・ 加工・業務用専用ほ場の設定、実需者との事前契約、
加工用品種の導入、機械化一貫体系によるコスト削減
等

加工・業務用野菜生産基盤強化事業 （平成25年度補正予算：1,000百万円）

◆ 事業の概要



経営体育成支援事業

【７０４百万円】

対策のポイント

地域の中心経営体等に対し農業用機械等の導入を支援します。

＜背景／課題＞

農業の持続的発展を確保しつつ、国民への食料の安定供給を図っていくため、人・農

地プランに位置付けられた中心経営体等の経営発展を支援していくことが重要です。

政策目標

人・農地プランに位置付けられた中心経営体等の育成

＜主な内容＞

中心経営体等が、経営規模の拡大や経営の多角化を図っていくために、融資を受け農

業用機械等を導入する際、融資残について補助金を交付することにより、主体的な経営展

開を支援します。

併せて、融資の円滑化等を図るため、農業信用基金協会への補助金の積増による金融

機関への債務保証（経営体の信用保証）を支援します。

事業実施主体：市町村

［お問い合わせ先：経営局就農・女性課 （０３－６７４４－２１４８）］

［平成25年度補正予算の概要］



農業法人投資育成事業

【２，０００百万円】

対策のポイント

農業法人に対する出資等による支援措置を拡充し、規模拡大等に意欲的に

取り組む農業者を金融面から強力に支援します。

＜背景／課題＞

・日本再興戦略（平成25年６月14日閣議決定）において、今後10年間で農業法人の経営

体数を2010年（約12,500法人）比で約４倍の５万法人にするとされているところです。

この実現のためには、農業法人が規模の拡大や経営の多角化など、成長に向けた様々

な取組を行う上で必要な資金を円滑に調達できるようにしていくことが必要です。

・このためには、先の臨時国会において改正された「農業法人に対する投資の円滑化に

関する特別措置法」（投資円滑化法）に基づき、農業法人に対する出資等の拡充を図

り、その財務基盤の強化を図る必要があります。

政策目標

意欲ある多様な農業者による農業経営の特性に応じた資金調達の円滑化

＜主な内容＞

農業法人に対する出資等による支援

意欲ある農業法人の財務基盤の強化や経営展開を支援するため、投資円滑化法に基

づき農業法人に対する投資育成事業を行う株式会社又は投資事業有限責任組合の出資

原資を株式会社日本政策金融公庫から出資します。

[お問い合わせ先：経営局金融調整課 （０３－６７４４－２１６７）]

［平成25年度補正予算の概要］



攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業
【 】１０，０００百万円

対策のポイント
の英知を結集して、革新的な技術体系を確立するための実証研究や民間産学

活力を生かした技術開発等を行い、消費者等のニーズに応えます。

＜背景／課題＞

攻めの農林水産業を実現するため、 消費者ニーズに立脚し、輸出拡大をも視野に入・ ①

新品種や新技術による強みのある農畜産物づくり、②大規模経営での省力・低コれた

スト生産体系の確立、③民間の技術力やＩＣＴ・ロボット技術等異分野の先端技術の

活用などにより、 です。従来の限界を打破する生産体系への転換を進めることが急務

民間・大学・独法などのオールジャパンの英知を結集 革新的な技術・このため、 して、

体系を確立するための実証研究 民間活力を用いて革新的な技術の早期実を行うほか、

や医学、理学、工学などの するための技用化 異分野の研究成果を農林水産分野に活用

消費者等のニーズに応えた農林水産物の生産等を支援します。術開発を緊急に行い、

政策目標
○大幅なコスト低減等による農林水産業経営の収益増大（平成26年度）

○事業化促進研究において、実施課題の90％以上で事業化（平成26年度）

○異分野融合共同研究において、実施課題の80％以上で事業化が有望な研究

成果を創出（平成26年度）

＜主な内容＞

１．産学の英知を結集した革新的な技術体系の確立
（１）産学の英知を結集し、 実際様々な先端技術を基に革新的な技術体系を組み立て、

実証研究をの生産現場で、米の低コスト生産や畜産の省力化・効率化等を実現する

します。支援

（２）その際には、 大学等の協力消費者や実需者のニーズに立脚したものとなるよう、

を得て、 。マーケティングや経営分析研究を併せて行います

２．民間企業の活力や異分野の革新的な技術を活かした技術開発

消費者、生産者等の多様なニーズをしっかり把握 民間企業の持つ活力した上で、

医学、理学、工学など 生産現場等に早期に展や 異分野にある技術シーズを活用し、

。開が見込まれる します新たな資材や機能性の高い食品等の開発・実用化研究を支援

補助率：定額

事業実施主体： 独）農業・食品産業技術総合研究機構（

［お問い合わせ先：

農林水産技術会議事務局研究推進課 （０３－３５０２－７４３７ ］）

［平成25年度補正予算の概要］



攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業 

全国に配置したコーディネーター 

超多収生産体系を確立 

無人（耕起） 
有人（施肥） 

【大規模経営向け無人＋有人の協調作業による 
 作業効率向上等】 

攻めの農林水産業の展開、農林水産・食品産業の成長産業化 

【かんきつの気象データに基づいたきめ細かい水分調
整等による品質向上等】 

  
 消費者ニーズや輸出需要などに応える強みのある農林水産物の生産を実現する

ため、高品質で競争力のある農林水産物を低コストで生産する新たな技術体系の

確立を進める。 

 また、消費者ニーズに即した体系とするよう、併せてマーケティングや経営分析な

どの研究を行う。 

産学の英知を結集した革新的な技術体系の確立 

潅水制御装置 

  点滴で潅水する 
  チューブ 

被
覆
資
材 

水源 

畜産の省力・生産性向上実証拠点 

【酪農の閉鎖型畜舎による生産性向上等】 

従来型（開放型）                    閉鎖型 

ＩＣＴ、ロボット技術を
活用し、健康状態 
に応じた給餌、搾乳
等精密な飼養管理 

果樹の品質・生産性向上実証拠点 

  【てんさいの収穫作業委託による大幅な省力化等】 

地域作物の省力生産実証拠点 

直播栽培の導入 

   飼料用米専用品種を 
導入し、単収１トンを実現 

センサーを活用した 
高度な温度管理 

超大型収穫作業機に対応した収穫期
調整等効率的な運用体系の確立 

大規模経営体 

 
（事業化促進研究 課題例） 
・米ゲルを利用したアレルゲンフリー食品等消費者の求める食品の開発 
・自立走行水田除草機等、農家の求める軽労化機器の 
 開発 
 
（異分野融合研究 課題例）          
・理学・工学との連携によるウィルスに抵抗性を有する種苗生産技術 

民間企業の活力や異分野の革新的な技術を活かした技術開発 

収穫作業受託組織 

米の低コスト生産実証拠点 

消費者の求める高品質な 
牛乳を安定的に生産 

実需者の求める高品質な 
  米を低コストで安定的に生産 

実需者の求める低コストで安定的に 
砂糖原料を生産する体制を整備 

消費者の求める糖度の高い果実を生産 



 

 

  

 

１．消費者ニーズや輸出需要に応える強みのある農林水産物の生産を 
実現するための実証研究を進めます 

○ 民間や大学などが、消費者が求める農林水産物や 
   輸出需要に対応した農林水産物について、 
   市場調査・研究などを行います。 
 

○ 消費者の視点を踏まえ、安全でおいしい農林水産物を 
   低コストで生産できるような経営モデルを確立します。 
 

○ 輸出拡大に向けて、高品質で競争力のある農林水産物 
   を生産･流通できるシステムを構築します。 

消費者に喜ばれる農産物を 
販売して収入が増えた！ 

作る喜び食べる楽しみあふれる農林水産物づくりを実現します 

新しい時代に向けて、みんながワクワク、 
夢のある農林水産業を目指します 

 

～消費者が求める農林水産物の開発・提供～ 

 

 

 

２．消費者目線に立った新しい製品開発のための研究などを進めます 

 

 

３．研究機関、大学、民間等の自由な発想に基づいて、消費者の求める 
新品種の開発などを進めます 

消費者の求める品種開発の促進 
 

平成２６年度より育種枠を設定し、消費者等のニーズや輸出需要に 
対応した新たな品種の開発を促進します。 

（例えば、「スカイベリー」のような消費者に喜ばれる地域ブランドの開発を支援します） 

○ 全国に配置したコーディネーターが民間のニーズを把握します。 
 

○ 例えば、民間企業や大学が、健康に役立つなどのニーズに応えて行う食品開発などを支援します。       

○ 研究機関、大学、民間等が行う、農産物の品質を向上する技術や低コストで生産できる技術の 
   開発などを支援します。 

安くて美味しいものが 
いいな 

世界一安全な日本の 
農産物が食べたいな 

農林水産省農林水産技術会議事務局 



６次産業化ネットワーク活動整備交付金

【１，９８５百万円】

対策のポイント

農山漁村の所得や雇用の増大、地域活力の向上を図るため、地域の創意工

夫を生かしながら、多様な事業者がネットワークを構築して取り組む農林水

産物の加工・販売施設等の整備を支援します。

＜背景／課題＞

・農山漁村の所得や雇用を増大し、地域活力の向上を図るためには、地域の農林水産物

・食品が有する優れた価値を向上させ、消費者まで確実に届ける取組を早期に実現す

ることが必要です。このため、６次産業化、農商工連携、地産地消の取組を推進しま

す。

・「日本再興戦略」においても、農林水産業を成長産業にする重要施策として６次産業化

の推進が位置づけられているところです。

政策目標

６次産業の市場規模の拡大

（約１兆円(22年度) → ３兆円(27年度) → 10兆円(32年度)）

＜主な内容＞

六次産業化・地産地消法及び農商工等連携促進法により認定された農林漁業者等が、

食品事業者、流通業者、観光業者等の多様な事業者と「６次産業化ネットワーク」を構

築して取り組む加工・販売施設等の整備に対して支援を行います。

交付率：都道府県への交付率は定額

（事業実施主体へは事業費の１／２以内）

事業実施主体：民間団体等

[お問い合わせ先：食料産業局産業連携課（０３－６７３８－６４７４）]

［平成25年度補正予算の概要］



農山漁村活性化プロジェクト支援交付金
【１，５００百万円】

対策のポイント

農山漁村活性化法に基づき市町村等が作成した定住・交流促進のための活性

化計画の実現に必要な施設整備を中心とした総合的な取組を図り、美しく活力

ある農山漁村の農林水産物や資源を活用した６次産業化の取組を支援します。

＜背景／課題＞

・消費税率の引上げに伴う景気の下振れリスクの対応や経済の成長力底上げによる成長軌

道への早期復帰を図るため、高齢化や人口減が進行する農山漁村地域において美しく活

力ある農山漁村の構築を視野に入れた６次産業化を推進することが必要です。

・このため、農林漁業者等のニーズを踏まえて、地域の創意工夫と主体的な取組によるき

め細やかな条件整備への支援を行い、併せて、農山漁村・農林漁業の有する多面的機能

を活用し、地域間の交流を推進します。

政策目標

全国250市町村で定住、交流に資する農山漁村の活性化に向けた新たな取組を

創出（平成24～28年度）

＜主な内容＞

生産基盤、生産施設等の整備

地域活性化のための農林水産業の６次産業化の活動拠点であり、美しく活力ある農

山漁村の構築にも資する生産基盤、生産施設等の整備を支援します。

補助率：定額（１／２等）

事業実施主体：都道府県、市町村、農林漁業者等の組織する団体 等

［お問い合わせ先：農村振興局農村整備官 （０３－３５０１－０８１４）］

［平成25年度補正予算の概要］



小水力等再生可能エネルギー導入推進事業
【１００百万円】

対策のポイント
農業水利施設の適正な維持管理を確保するため、用水路の落差等を活用し

た小水力等発電の導入を促進します。

＜背景／課題＞

・農業水利施設は、食料供給の基盤であるのみならず、地域排水等に寄与していますが、

電気料金の値上げや施設の老朽化等による維持管理費の増大により、施設の適正な管

理が困難となっています。

・一方、用水路の落差等を活用した小水力等発電の導入により、自ら消費する電力の供

給や売電収入による施設の維持管理費の軽減が可能となります。

・このため、土地改良長期計画では、「農業水利施設を活用した小水力発電等の導入に

向けた計画作成を平成28年度までに約1,000地域で着手する」とされています。

政策目標
小水力等発電の再生可能エネルギーの導入に向けた計画作成を平成28年度

までに約1,000地域で着手。

＜主な内容＞

小水力等発電の調査設計等への支援

小水力等発電施設の計画的整備を促進するため、都道府県単位でポテンシャルの

高い地点を明らかにした基本整備計画（マスタープラン）の策定や、発電施設の整

備に係る概略設計等の取組への支援を行います。

補助率：定額

事業実施主体：地方公共団体、民間団体等

［お問い合わせ先：農村振興局農村整備官（０３－６７４４－２２０９）］

［平成25年度補正予算の概要］



背景／課題

○ 農業水利施設の適正な維持管理を確保するため、用水路の落差等を活用した小水力等発
電の導入を促進します。

小水力等発電の再生可能エネルギーの導入に向けた計画作成を
平成28年度までに約1,000地域で着手する。

農村地域に賦存する小水力等の利活用を推進するため、以下の支援を実施

小水力等再生可能エネルギー導入推進事業の概要

平成24年3月30日に閣議決定された土地改良長期計画では、農業
水利施設の適正な維持管理を確保する観点から、「農業水利施設
を活用した小水力発電等の導入に向けた計画作成を平成28年度ま
でに約1,000地域で着手する」とされています。

【１００百万円】

補助率：定額
事業実施主体：地方公共団体、民間団体等

小水力等発電施設の計画的整備を促進するため、都道府県単位でポテンシャルの高い地点を明らかに

した基本整備計画（マスタープラン）の策定や、発電施設の整備に係る概略設計等の取組への支援を行

います。

農業水利施設を活用した小水力発電

小水力等発電の調査設計等への支援

農業水利施設は、食料供給の基盤であるのみならず、洪水貯留、
地域排水、地下水涵養等に寄与していますが、ポンプ運転等に必
要な電気料金の値上げや施設の老朽化等によって維持管理費が増
大傾向にあり、施設の適正な管理が困難となっています。

用水路の落差等を活用
した小水力等発電を導入
することにより、自ら消
費する電力の供給や売電
収入による施設の維持管
理費の軽減が可能となり
ます。

課 題 解 決

農業水利施設を活用した太陽光発電



日本食・食文化魅力発信プロジェクト
【３０２百万円】

対策のポイント
日本食・食文化の一層の理解深化と農林水産物・食品の輸出促進に向けて、

国内外において日本食・食文化の魅力訴求活動等を実施します。

＜背景／課題＞
・平成32年のオリンピック・パラリンピックの東京開催や和食のユネスコ無形文化遺産

登録が決まったこと等を受け、世界各国の日本に対する注目度は急速に高まりつつあ
ります。

・また、農林水産物・食品の輸出促進については、「日本再興戦略」で平成32年に農林
水産物・食品の輸出額を１兆円とする目標が掲げられ、今後、国別・品目別輸出戦略
に基づいて、世界の料理界で日本食材の活用推進（Made FROM Japan）、日本の「食文
化・食産業」の海外展開（Made BY Japan）、日本の農林水産物・食品の輸出（Made
IN Japan）の取組を推進していくこととしています。

・こうした中で、国内外に日本食・食文化の魅力を広く発信することで一層の理解の深
化を図るため、日本食・食文化の魅力訴求活動等に緊急に取り組みます。

政策目標
農林水産物・食品の輸出額を拡大
（4,497億円（平成24年）→１兆円（平成32年））

＜主な内容＞
１．日本食・食文化に係る戦略的情報発信の検討

世界各国からの注目度が高まる当面の最大イベント“オリンピック・パラリンピッ
ク東京大会”に向け、日本食・食文化に係る戦略的情報発信の方向性を定めます。

２．日本食・食文化ポータルサイトの開設
国内外の消費者や食関係者等が日本食・食文化の情報に常時どこからでもアクセス

できる、各国言語に対応したポータルサイトを開設します。

３．国内向け魅力訴求活動
日本人の日本食・食文化に対する理解向上を図るとともに訪日外国人客への魅力訴

求にも資するよう、消費者や食関係者等を対象としたセミナー・シンポジウムの開催
等による情報発信を行います。

４．海外向け魅力訴求活動等
海外における日本の高品質な農林水産物・食品の魅力訴求や海外市場開拓のため、

メディアを活用した情報発信、海外外食事業者等を招聘した産地勉強会、外交機会等
を活用した官民合同協議会の開催・調査等を行います。

委託費
委託先：民間団体等

お問い合わせ先：

１～４の内容 食料産業局食品小売サービス課外食産業室（０３－６７４４－０４８１）

４のうち官民合同協議会に係るもの 国際部国際協力課（０３－３５０２－８０５８）

［平成25年度補正予算の概要］



輸出促進緊急対策事業
【２００百万円】

対策のポイント
「国別・品目別輸出戦略」に基づく取組の早期実施に向け、司令塔機能を設

置するとともに、新興市場で行う商談会や見本市出展等を支援します。

＜背景／課題＞

平成32年のオリンピック・パラリンピックの東京開催 和食のユネスコ無形文化遺産登・ や

が決まったこと等を受け、 。録 世界各国の日本に対する注目度は高まってきています
農林水産物・食品の輸出促進 平成32年 農林水産物・・ については 「日本再興戦略」で に、

とする目標が掲げられ、今後 「国別・品目別輸出戦略」に基づ食品の輸出額を１兆円 、

いて、①世界の料理界で日本食材の活用推進（Made FROM Japan)、②日本の「食文化・
食産業」の海外展開（Made BY Japan 、③日本の農林水産物・食品の輸出（Made IN）

Japan）の取組を推進していくこととしています。

諸外国の日本産農林水産物・食品の輸入規制の・また、福島第一原子力発電所事故に伴う

のため、 することが必要です。緩和・撤廃の働きかけ データを収集・整理

政策目標
農林水産物・食品の輸出額を拡大
（4,497億円（平成24年）→１兆円（平成32年 ））

＜主な内容＞
１．輸出戦略実行事業 １０百万円

、 、輸出戦略の速やかな実行に向け オールジャパンでの輸出拡大に向けた司令塔を担う
輸出戦略実行委員会を前倒しで立ち上げ 実行の方向性・体制について、委員会における

を開始します。議論

委託費

委託先：民間団体等

２．輸出総合サポートプロジェクト事業のうち緊急輸出対策事業 ９０百万円
JETROに市場が急速に拡大すると見込まれる新興市場に早急に商流を確立するため、

を支援します。よる海外商談会及び海外見本市出展等

補助率：定額

事業実施主体：JETRO

３．輸出拡大推進委託事業のうち輸入規制対策緊急調査 １００百万円
に向けた課題等を早期に解決するため、諸外国の放射性物質に関する輸入規制の緩和

を行います。必要なデータの収集・整理等
委託費

委託先：民間団体等

お問い合わせ先：食料産業局輸出促進グループ （０３－３５０２－３４０８）

［平成25年度補正予算の概要］



水産業の輸出促進対策
【８，４４５百万円】

対策のポイント
水産物の輸出拡大のため、輸出先国のＨＡＣＣＰ基準等を満たすための施

設の改修整備、高度衛生管理型漁港の整備を推進します。

＜背景／課題＞
・農林水産物・食品の輸出促進については、2020年に輸出額を現状の4,500億円から１兆
円規模に倍増することを目標に掲げていますが、その中で水産物についても1,700億円
から3,500億円に増やす輸出戦略を策定したところです。

・水産物の輸出に当たっては、水産加工・流通施設等が輸出先国の求める衛生条件を満た
すことが必要であり、世界に通用するＨＡＣＣＰ基準等を満たすための施設の改修整備、
流通拠点となる漁港における高度衛生管理対策が輸出促進にとって急務です。

政策目標
水産物の輸出額を拡大
（1,700億円（平成24年） → 3,500億円（平成32年））

＜主な内容＞

１．ＨＡＣＣＰ対応のための水産加工・流通施設の改修支援
２，５００百万円

輸出拡大を目指す水産加工・流通業者が行う輸出先国のＨＡＣＣＰ基準等を満たすた
めの施設の改修整備について支援します。

補助率：１／２以内

事業実施主体：民間団体等

２．国産水産物の消費・輸出拡大を図るため高度衛生管理型漁港の整備（公共）
５，９４５百万円

我が国水産物の輸出を積極的に推進するため、水揚げから荷さばき、出荷の過程にお
いて、高度に衛生管理された環境を実現するための荷さばき所や岸壁等の整備を推進し
ます。

補助率：１／２等
事業実施主体：国、地方公共団体

お問い合わせ先：
１の事業 水産庁加工流通課 （０３－３５９１－５６１３）
２の事業 水産庁計画課 （０３－３５０２－８４９１）

［平成25年度補正予算の概要］



   漁港における高度な衛生管理手法が導入されている地域等において、輸出拡大を目指す水産
加工・流通業者が行う輸出先国のＨＡＣＣＰ基準等を満たすための施設の改修整備に要する経費
を助成。 

ＨＡＣＣＰ対応のための水産加工・流通施設の改修支援事業 
平成２５年度補正予算額 ： 2,500 百万円 

Ａ.手洗場         Ｂ.ｴｱｼｬﾜｰ         Ｃ.床面           Ｄ.ｿﾞｰﾝｼｬｯﾀｰ     Ｅ.ﾄﾗｯｸｼｪﾙﾀｰ 

○改修整備の例           

近年、日本の農林水産物への関心の高まりに
より、安全で高品質な我が国水産物へのニ－ズ
が海外で大きくなっており、我が国水産物の輸
出拡大が水産業の更なる成長に必要 

水産物の輸出に当たっては、水産加工・流通施設
が輸出先国の求める衛生条件を満たすことが必
要であり、世界に通用するＨＡＣＣＰ基準等を満た
すための施設の改修が輸出促進にとって急務 

○背景事情           

「安全で・美味しい・健康的な」国産水産物の輸出を進める 



強い農業づくり交付金

（輸出対応型施設等の整備）
【１１，０６８百万円】

対策のポイント

国産農畜産物の輸出に取り組む産地を中心に、生産から流通までの強い農

業づくりに必要な共同利用施設の整備等を支援します。

＜背景／課題＞

・輸出の拡大による国産農畜産物の需要拡大等に対応するため、国産農畜産物の安定供

給体制の構築が喫緊の課題です。

・これらの課題を解決し、「攻めの農林水産業」の実現を図るため、生産から流通まで

の強い農業づくりに必要な共同利用施設の整備等の支援が必要です。

政策目標

農林水産物・食品の輸出額を拡大

4,497億円（平成24年） → １兆円（平成32年）

＜主な内容＞

１．輸出対応型施設等の整備

「攻めの農林水産業」の実現に向け、国産農畜産物の輸出促進の取組に必要とな

る輸出対応型共同利用施設整備等を支援します。

２．卸売市場を通じた効率的な流通システムの確立

生鮮食料品等の円滑かつ安定的な流通や国産農水産物の輸出促進等を図るため、

国際空港・港に近い卸売市場を通じた、効率的な物流ネットワークの構築、海外市

場までの一貫したコールドチェーン化等に向けた施設整備を支援します。

交付率：都道府県への交付率は定額（事業実施主体へは事業費の１／２以内等）

事業実施主体：都道府県、市町村、農業者の組織する団体、事業協同組合等

お問い合わせ先：

１の事業 生産局総務課生産推進室 （０３－３５０２－５９４５）

２の事業 食料産業局食品製造卸売課（０３－６７４４－２０５９）

［平成25年度補正予算の概要］



・補助対象 共同利用施設整備、卸売市場施設整備
・交付率 都道府県への交付率は定額（事業実施主体へは事業費の１/２以内等）
・事業実施主体 都道府県、市町村、農業者団体等

・事業の流れ：

強い農業づくり交付金（輸出対応型施設等の整備）

（施設例） ＣＡ貯蔵施設

輸出先国の需要時期に合わせ
た供給を可能とする青果物の
長期保存体制を構築

日本再興戦略等に基づき、「攻めの農林水産業」を実現するため、輸出に取り組む産地を
中心に、生産から流通までの強い農業づくりに必要な共同利用施設の整備等を支援します。

平成２５年度補正予算：１１，０６８百万円

国 都道府県
農業者の組織す

る団体 等一括配分③

②集約し要望

事業採択④

①県が把握

ＨＡＣＣＰ対応食肉処理施設

米国、ＥＵ等は牛肉の処理施設
についてＨＡＣＣＰ対応を要求

定温化施設

外気と遮断された温度管理可能な施設
を整備することで、海外市場までの一貫
したコールドチェーンシステムを構築



水田フル活用実践緊急対策
【２８，２００百万円】

攻めの農業実践緊急対策(水田見合分) ２３，０００百万円
畜産収益力向上緊急支援リース事業(飼料用米等見合分) ５，２００百万円

対策のポイント
水田をフル活用し、低コスト・高収益な体制へ転換を図る産地における施

設の再編合理化や飼料用米等を効率的に生産・利用するために必要な機械等
のリース導入を支援します。

＜背景／課題＞
・攻めの農業を実現し、所得の向上を図るためには、水田フル活用を推進し、需要に対

応した飼料用米・麦・大豆等の生産・流通・利用体制を構築することが重要です。
・このため、生産体制、集出荷・加工処理体制の効率化等を計画的に取り組む産地の再

編合理化や、耕種農家と畜産農家が飼料用米等を効率的に生産・利用するための機械
等への支援が必要です。

政策目標
○ 水田フル活用による飼料用米・麦・大豆等の生産の拡大（24年産飼料用
米・麦・大豆等の生産量からの増加）

○ 飼料用米の利活用の推進等による飼料自給率の向上
（26％（平成20年度） → 38％（平成32年度）） 等

＜主な内容＞
１．効率的な生産体制等への転換支援

地域で進められつつある攻めの農業を実践する取組を後押しするため、水田フル
活用に資する効率的な機械利用体系の構築に必要な大型機械のリース方式による導
入や既存機械の再利用等を支援します。

交付率：基金管理団体への交付は定額（事業実施主体へは事業費の１／２以内等）
事業実施主体：地域農業再生協議会

２．効率的な流通加工処理体制への転換支援
水田フル活用に資する効率的流通加工体制づくりに向け、既存の乾燥調製施設等

の再編合理化を推進するため、施設の機能向上や既存施設の有効活用を図るために
必要な設備のリース方式による導入等を支援します。

交付率：基金管理団体への交付は定額（事業実施主体へは事業費の１／２以内等）
事業実施主体：農業者団体、民間事業者等

３．飼料自給率等の向上や経営の高度化に必要な機械支援
飼料用米等の本作化を進め、水田のフル活用を図るとともに、増産が見込まれる

飼料用米等の自給飼料の利用を拡大し、輸入飼料の価格の変動等の影響を受けにく
い競争力を有する収益力の高い畜産経営を確立するため、
① 畜産経営における飼料自給率や生産性の向上に必要な機械
② 飼料生産受託組織等の経営の高度化に必要な機械
のリース方式による導入を支援します。

補助率：定額（事業実施主体へは①については１／３、②については１／２）
交付先：（独）農畜産業振興機構

事業実施主体：（独）農畜産業振興機構による公募

お問い合わせ先：
１、２の事業 生産局総務課生産推進室 （０３－３５０２－５９４５）
３の①の事業 生産局畜産企画課 （０３－３５０１－１０８３）
３の②の事業 生産局畜産振興課 （０３－３５０２－５９９３）

［平成25年度補正予算の概要］



水田フル活用実践緊急対策
【攻めの農業実践緊急対策（水田見合分） ２３，０００百万円】

【畜産収益力向上緊急支援リース事業（飼料用米等見合分） ５，２００百万円】

水田をフル活用し、飼料自給率の向上、産地の収益力向上を実現！

水田フル活用に対応した低コスト・高収益な産地体制の確立

○水田をフル活用し、需要に対応した飼料用米等の生産・流通・利用体制を構築することが重要です。

○このため、生産体制、集出荷・加工処理体制の効率化等を計画的に取り組む産地の施設の再編合理化や、耕
種農家と畜産農家が飼料用米等を効率的に生産・利用するために必要な機械等のリース導入を支援します。

水田をフル活用し、需要に対応した飼料用
米・麦・大豆等の作付拡大を推進。
飼料用米・麦・大豆等の生産の効率化に必
要な農業機械等のリース方式導入を支援。

水田フル活用により増産した飼料用米・麦・
大豆等に対応するため、地域内の乾燥調製貯
蔵施設等の再編合理化を支援。
既存施設の有効活用や機能向上により、利用
率の向上や効率的な施設運営を実現。

飼料用米や稲WCSの拡大に対応するために
必要な機械（米粉砕機、飼料保管タンク、混
合機、飼料収穫機等）のリース導入を支援。
飼料自給率等の向上を図るとともに、輸入飼
料価格の変動等の影響を受けにくい畜産経営
を確立。

＜効率的な機械利用体系の構築＞ ＜乾燥調製施設等の再編合理化＞ ＜飼料用米等の利用体制の強化＞

飼料用米等に対応した乾燥調製貯蔵施設

既存施設の再編合理化

主食用米

飼料用米 麦・大豆等

レーザーレベラー

無人ヘリ湛水直播

汎用コンバイン

リース方式で導入支援

米粉砕機

飼料保管タンク

混合機

リース方式で導入支援

飼料用米等の利用拡大

【平成２５年度補正予算額：28,200百万円】



配合飼料価格高騰緊急対策
【１１，０４９百万円】

対策のポイント
配合飼料価格の高騰による畜産経営への影響を緩和するための支援を行う

ことにより、畜産農家の競争力強化に向けた「攻め」の取組をバックアップ
するとともに、安心してチャレンジできる環境を整備します。

＜背景／課題＞
・我が国の配合飼料原料はアメリカ等海外からの輸入に依存していますが、とうもろこ

し等の国際価格の高騰により、配合飼料価格安定制度の基金残高が急速に減少してお

り、今後、基金不足により十分な補塡が行えないことが懸念されます。
・また、配合飼料の購入に伴う農家の実質負担額が増加しており、資金繰りが困難とな

る農家が増加するおそれがあります。

・このため、畜産生産現場の強化を進めるため、配合飼料価格の高騰に際し、異常補塡

金の交付や円滑な資金繰りの支援を行うことにより、畜産農家への影響を緩和する緊
急対策が必要です。

政 策 目 標
「食料・農業・農村基本計画」において設定された、需要に応じ
た生産数量目標を達成

○生乳の生産量（ 795万t（20年度）→ 800万ｔ（32年度））
○牛肉の生産量（ 52万t（20年度）→ 52万ｔ（32年度））
○豚肉の生産量（ 126万t（20年度）→ 126万ｔ（32年度））
○鶏卵の生産量（ 255万t（20年度）→ 245万ｔ（32年度））

＜主な内容＞

１．配合飼料価格安定制度の異常補塡基金への積増し １０，０００百万円
民間の自主的な積立による通常補塡では対処し得ない配合飼料価格の大幅な値上が

りに際し、生産者に異常補塡金を確実に交付するため、異常補塡基金に所要額の積増

しを行います。

補助率：定額

事業実施主体：（公社）配合飼料供給安定機構

２．配合飼料価格高騰対応業務出資金 １，０４９百万円
畜産農家に対する農林漁業セーフティネット資金の無担保・無保証人化枠を拡大す

るため、株式会社日本政策金融公庫に出資を行います。

補助率：定額
事業実施主体：（株）日本政策金融公庫

お問い合わせ先：
１の事業 生産局畜産振興課 （０３－３５９１－６７４５）
２の事業 生産局畜産企画課 （０３－３５０１－１０８３）

［平成25年度補正予算の概要］



施設園芸に係る燃油価格高騰緊急対策
（事業期限の延長）

【 24年度補正予算）４２,５３０百万円】（

対策のポイント
燃油価格の高騰の影響を受けにくい経営構造への転換を進めるため、施設

園芸の省エネルギー設備の導入を支援するとともに、農業者と国の拠出によ

り、燃油価格の急上昇による経営への影響を緩和する仕組みを構築します。

＜背景／課題＞

・施設園芸は秋冬から春にかけての野菜等の供給にきわめて重要な役割を果たしていま

冬期加温に使用される燃油価格が高水準 施設園芸農すが、近年、 にあることにより、

となっています。業者の安定的・継続的な経営が困難な状況

省エネ型の経営構造への転換を支援することにより農業経営の・燃油使用量を削減する

体質強化 燃油価格の急上昇による経営環境への影響を緩和を図りつつ、これと併せ、

を図ることが必要です。するセーフティネットを構築し経営の安定

政策目標
施設園芸分野における省エネ型の経営構造への転換

（主要な施設園芸産地におけるＡ重油使用量を15％削減）

＜内容＞

本事業については、燃油価格が高い水準で推移している状況を踏まえ、事業期限を26

年度まで延長します。

施設園芸の産地において省エネルギー推進に関する計画を策定し、当該計画で燃油使

用量の15％以上の削減に取り組む産地に対して、以下の支援を実施します。

１ 施設園芸省エネ設備のリース導入の支援

農業者の初期投資の負担を大幅に軽減するリース方式により、ヒートポンプ、木質

バイオマス利用加温設備等の施設園芸省エネルギー設備の導入支援を行い、産地ぐる

みの省エネルギー化を集中的かつ計画的に推進します。

２ 施設園芸セーフティネットの構築の支援

農業者と国の拠出により、施設園芸用の燃油価格が一定基準以上に上昇した場合に

補てん金を交付するセーフティネットの構築を支援します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先：

１の事業 生産局農業環境対策課 （０３－３５９３－６４９５）

２の事業 生産局園芸作物課 （０３－６７３８－７４２３）

［平成25年度補正予算の概要］



畜産収益力向上緊急支援リース事業

【７，０４１百万円】

対策のポイント

畜産経営における飼料自給率や生産性の向上、飼料生産受託組織等の経営

高度化に必要な機械のリース方式による導入を支援します。

＜背景／課題＞

・今般の経営所得安定対策の見直しの議論において、食料自給率・自給力の向上を図る

ため、飼料用米等の本作化を進め、水田のフル活用を図ることとしております。

・このような中、増産が見込まれる飼料用米等の自給飼料の利用を拡大し、輸入飼料の

価格の変動等の影響を受けにくく、競争力を有する収益力の高い畜産経営の確立を図

ることが課題となっています。

政 策 目 標

○ 飼料用米の利活用の推進等による飼料自給率の向上

（26％（平成20年度） → 38％（平成32年度））

＜主な内容＞

①畜産経営における飼料用米等を活用した飼料自給率や生産性の向上に必要な機械

②飼料生産受託組織等の経営の高度化に必要な機械

のリース方式による導入について支援を行います。

補助率：定額（事業実施主体へは①については１／３、②については１／２）

交付先：（独）農畜産業振興機構

事業実施主体：（独）農畜産業振興機構による公募

お問い合わせ先：

①の事業 生産局畜産企画課（０３－３５０１－１０８３）

②の事業 生産局畜産振興課（０３－３５０２－５９９３）

［平成25年度補正予算の概要］



畜産収益力向上緊急支援リース事業

（例） 飼料自給率・生産性の向上

刈取、細断・積込、梱包、ﾗｯﾋﾟﾝｸﾞ・貯蔵
に必要となる高性能な自給飼料生産・
調製機械を導入

○ 水田を効率的に活用し、食料自給率・食料自給力の向上を図る観点から、需要の見込める飼料用米等の生産体制を
強化することと併せて、飼料用米等の使い手である畜産側の利用体制を強化することが重要。

○ このような中、飼料用米等を活用した飼料自給率の向上、生産性の向上等に資する機械投資を促進し、配合飼料価
格の変動等の影響を受けにくく、競争力を有する収益力の高い畜産経営の確立を図ることが喫緊の課題。

【平成２５年度補正：７，０４１百万円】
補助率：機械代相当額の１／２または１／３以内
事業実施主体：農業者の組織する団体等

飼料用米・ｴｺﾌｨｰﾄﾞなどの利活用や畜舎
作業の省力化に必要となる自動給餌、飼
料保管などのための機械等を導入

【課題】

● 飼料用米の拡大に対応した畜産側の利用体制の強化に資する機械（米粉砕機、飼料保管タンク、混合機等）のほか、
家畜の生産性の向上に資する機械等の導入を支援し、畜産の収益力向上に資する。

【対応】

自動給餌機米粉砕機 汎用型（稲、ﾄｳﾓﾛｺｼ等
に活用）飼料収穫機

飼料保管
タンク

混合機



国産畜産加工原料緊急確保事業
【５００百万円】

対策のポイント

国産鶏卵等を活用した魅力ある新商品開発に必要な技術開発等を支援

し、加工仕向け卵等における国産シェアの拡大を図ります。

＜背景／課題＞

・近年、加工技術の発展等に伴い、これまで菓子パン等への利用に留まっていた輸

入粉卵等が、主に国産生鮮卵等を原料とするケーキ等の製造にも利用可能となっ

てきており、国産鶏卵等に置き換わる可能性が出てきています。

・このため、加工仕向け卵等における国産シェアの拡大に向けての取組を推進して

いく必要があります。

政策目標

加工仕向け卵等における安定的な国産利用の拡大

＜主な内容＞

① 国産鶏卵等を原料とする魅力ある新商品開発に必要な技術開発、機械・設備

の整備を支援します。

② 新商品の販路開拓・拡大の取組を支援します。

補助率：定額（事業実施主体へは定額、１／２）

交付先：(独)農畜産業振興機構

事業実施主体：(独)農畜産業振興機構による公募

［お問い合わせ先：生産局食肉鶏卵課 （０３－３５０２－５９９０）］

［平成25年度補正予算の概要］



甘味資源作物安定生産体制緊急確立事業
【３，２２３百万円】

対策のポイント
さとうきび増産基金等により、農業機械等のリース導入、さとうきびの

生産回復・増産に向けた取組等について支援します。

＜背景／課題＞

・さとうきび、てん菜等の甘味資源作物は、台風常襲地帯の沖縄県、鹿児島県等や

畑作輪作を展開する北海道の基幹作物であり、地場産業である製糖工場等ととも

に地域経済を支える存在です。

・しかしながら、近年、台風、干ばつ、高温多雨等の異常気象や病害虫の発生等に

より不作が続いていることから、不作の悪影響を早急に断ち切るため、甘味資源

作物の安定生産体制を緊急に確立し、地域経済の活性化を図ることが必要です。

政策目標
○事業実施地区において、労働時間を10％以上削減
○沖縄県及び鹿児島県南西諸島のさとうきび生産を平年並の水準（140

万トン）まで回復・増加
（111万トン（24年産）→140万トン（27年産））

＜主な内容＞

１．効率的機械作業体制緊急整備事業 １，１９２百万円
（１）さとうきび産地農業機械等導入支援

さとうきび産地において、効率的かつ持続的なさとうきびの生産体制を確立

するために必要となる農業機械等のリース導入を支援します。

補助率：定額（リース料の６／１０以内）

助成対象者：生産者組織等

（２）北海道・南九州畑作農業機械等導入支援
てん菜、ばれいしょ及びかんしょの生産において省力化や作業の共同化、労

働力の外部化（コントラクター育成）を進めるために必要となる農業機械等の

リース導入を支援します。

補助率：定額（物件相当額の１／２以内）

助成対象者：生産者組織等

２．さとうきび生産回復・増産体制緊急確立事業 ２，０３１百万円
さとうきび生産者等が実施する土づくり、新技術を活用した防除体制確立等

の生産回復・増産に向けた取組等について、各地域ごとの気象条件等に応じて

支援します。

補助率：定額

助成対象者：生産者、生産者組織等

[お問い合わせ先：生産局地域作物課 （０３－３５０１－３８１４）]

［平成25年度補正予算の概要］



甘味資源作物安定生産体制緊急確立事業

○ さとうきび、てん菜、ばれいしょ及びかんしょは、近年、台風、干ばつ、高温多雨等の異常気象や病害虫の発生
等により不作が続いていることから、不作の悪影響を早急に断ち切るため、安定生産体制を緊急に確立し、地域
経済の活性化を図ることが必要。

○ このため、さとうきび増産基金等により、農業機械等のリース導入、さとうきびの生産回復・増産に向けた取組等
について支援を行う。

現状 対策
（25年度補正予算）

効果

【さとうきび、てん菜・ばれいしょ・かんしょ】
・省力化や作業の共同化、労働力の外部化
により、労働時間が減少。
→労働力の確保、生産コストの低減が実現。

【さとうきび】
・さとうきびを生産する全ての島で土づくりや
防除等に着実に取り組む。
→生産量を平年水準に回復。地域経済も活
性化。

（時間/10a）

6.15
（41.0%）

2.45
（16.3%）

0.00

5.00

10.00

15.00間接労働時間

収穫

管理

施肥

育苗・は種・定植

耕起整地

労働時間
57％削減

作業外部化現状

100
110.8

120万トン

前後

140

80

120

160

H23 H24 H25 H27

（万t）

（見込み）

さとうきび生産量

増産達成
・・・

てん菜におけるイメージ

【農業機械等のリース導入】
・さとうきび、てん菜、ばれいしょ及びかんしょの
生産において省力化や作業の共同化、労働力
の外部化（コントラクター育成）を進めるために
必要となる農業機械等のリース導入を支援。

【さとうきびの増産・生産回復】
・土づくり、新技術を活用した防除体制確立等
の生産回復・増産に向けた取組等を支援。

たい肥の投入
フェロモンチューブ
による交信かく乱

植付け（てん菜） 収穫（ばれいしょ）

茎葉処理（かんしょ） 収穫（さとうきび）

【てん菜・ばれいしょ・かんしょ】
・高齢化で生産者が減少傾向。
・重量作物であるため、長い労働時間が必要。
→労働力不足が深刻化しており、作業の外部
化が必要。

【さとうきび】
・零細規模の農家が多く、高齢化も進展してお
り、農作業の負担が増大。
→機械化一貫体系の確立が必要。

【さとうきび】
・気象災害等による近年の不作傾向で生産意
欲が減退し、恒常的な生産の縮小に繋がるお
それ。
・病害虫の発生は依然多い。
・土づくり等の徹底ができていない。
・台風・干ばつによる影響。
→継続的な増産対策が必要。

てん菜 15h/10a
ばれいしょ 8.3h/10a
小麦 3.2h/10a
大豆 9.1h/10a(※)

投下労働時間

台風被害状況

生
産
構
造
改
革
対
策

さ
と
う
き
び
増
産
対
策

かんしょ 59.3h/10a
さとうきび63.7h/10a

※ 参考：北海道畑輪作作物

干ばつ被害状況

【25年度補正予算：３，２２３百万円】



鳥獣被害防止総合対策交付金
【３，０００百万円】

対策のポイント
近年、野生鳥獣による農作物被害が拡大する中で、鳥獣被害対策の一層の

強化を図ることが喫緊の課題であり、捕獲対策の実効性をより高める取組を

支援します。

＜背景／課題＞

・中山間地などで特色のある農業に取り組んだり、新規就農しようとしても、鳥獣被害

のためにこれらの動きが阻まれています。

有害野生鳥獣の捕獲により、個体数を減少させるこ・攻めの農業を実践するためにも、

となっています。とが喫緊の課題

・このため、 があります。捕獲対策を強化するための措置を講じる必要

政策目標
○早急に鳥獣被害対策実施隊の設置数を1,000に増加

○野生鳥獣の捕獲数の増加
※○事業実施地区における鳥獣被害の低減等の事業総効果 83億円

※ 侵入防止柵、捕獲技術高度化施設の耐用年数期間中における被害低減等の総額

＜主な内容＞

捕獲対策を強化して、生息数を減らし、野生鳥獣による農作物被害を軽減するため、

をします。次のような取組を支援

・捕獲対策を強化するため、捕獲の担い手である狩猟者の確保と技能向上のための捕獲

技術高度化施設の整備

・被害防除にとどまらず捕獲の促進に資するよう、スマートセンサー等のICTを用いた

わなと侵入防止柵の一体的な整備

・捕獲鳥獣の急増に対応できる出口対策として、捕獲した鳥獣の食肉処理や焼却処理を

を円滑に進めるための処理加工施設の整備

補助率：１／２以内等

事業実施主体：地域協議会等

お問い合わせ先：

生産局農業環境対策課鳥獣災害対策室 （０３－３５９１－４９５８）

［平成25年度補正予算の概要］



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 近年、野生鳥獣による農作物被害が拡大する中で、鳥獣被害対策の一層の強化
を図ることが喫緊の課題であり、捕獲対策の実効性をより高める取組を支援します。 

侵入防止柵 

【鳥獣被害防止総合対策交付金（平成25年度補正） ３，０００百万円】 

 

【事業実施主体】 
  地域協議会、地域協議会の構成員 
 ※ 侵入防止柵を整備する場合は、有害捕獲及び生息環境整備の両方の対策を実施する地域を対象とする 

【補助率】 
  １／２以内（条件不利地域は55/100以内、沖縄は2/3以内） 

※ 侵入防止柵の自力施工を行う場合に、資材費相当分の定額補助が可能 

スマートセンサーに 
よる捕獲技術 

頭数ｶｳﾝﾄｾﾝｻｰ 

獣種判別ｾﾝｻｰ 

＋ 
捕獲機材の導入 

緩衝
帯の
整備 

実施
隊へ
の研
修 

○捕獲の担い手である狩猟
者の確保と技能向上のた
めの捕獲技術高度化施設
（射撃場）の整備 

○捕獲の促進に資するよう
ICTを用いたわなと侵入
防止柵の一体的な整備 

○捕獲鳥獣の急増に対応で
きる出口対策として処理
加工施設の整備 

【事業内容（ハード対策）】 

・狩猟者の減少・高齢化 
・狩猟者の技能低下 

・生息数の増加、生息域の広域化に伴う
被害額の増加 

53万人 

19万人 

（環境省資料） 

捕獲上の課題 

年度 H19 H20 H21 H22 H23 

被害
金額 

185
億円 

199
億円 

213
億円 

239
億円 

226
億円 

＜農作物被害金額の推移＞ 

生息状況上の課題 

鳥獣被害防止総合対策交付金（平成25年度補正予算） 

関係省庁と連携しつつ、捕獲を中心とした対策の一層強化を図る 

焼却施設 

鳥獣肉の処理加工施設 

狩猟者免許所持者数（年齢別） 

（環境省資料） 

都府県のニホンジカの生息個体数（推計） 
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27万頭 
（2011年捕獲数） 



鳥獣被害防止緊急捕獲等対策

（事業期限の延長）

【 24年度補正予算）１２，９３８百万円】（

対策のポイント

野生鳥獣による被害の深刻化・広域化に対応するため、緊急捕獲活動や侵

入防止柵の機能向上の取組を緊急的に支援します。

＜背景／課題＞

近年の野生鳥獣の個体数増加による被害の深刻化、広域化 捕獲活動・ に対応するため、

の更なる強化や地域の実情に応じたきめ細やかな侵入防止による集中的かつ効果的な

することが必要です。被害対策を緊急的に実施

政策目標

野生鳥獣の有害捕獲の強化（30万頭を緊急捕獲）

＜主な内容＞

本事業の事業期限を26年度まで延長します。

「 」都道府県段階で基金を造成 通常の捕獲目標等を強化した 緊急捕獲等計画した上で、

します。に基づく以下の取組を継続的に支援

（１） （捕獲した者への頭数に応じた捕獲活動経費の助野生鳥獣の緊急捕獲活動の支援

成、捕獲個体の焼却等処理の支援）

地域における侵入防止柵の機能向上の支援（２）

補助率：定額、１／２以内

事業実施主体：地域協議会等

お問い合わせ先：

生産局農業環境対策課鳥獣災害対策室（０３－３５９１－４９５８）

［平成25年度補正予算の概要］



強い林業・木材産業構築対策
【５４，４８５百万円】

対策のポイント
消費税率引上げに伴う木材需要の反動減を回避し、林業・木材産業の成長

産業化を実現するため、木材需要の創出、国産材の安定的・効率的な供給体
制の構築、持続的な林業経営の構築など、総合的な対策を緊急に実施します。

＜背景／課題＞
・我が国の森林は、戦後造成した人工林が今まさに利用期を迎えており、この豊富な森
林資源を循環利用し林業の成長産業化を実現することが課題となっています。

・平成26年４月の消費税率の引上げに伴う木材需要の反動減を回避し、林業・木材産業
の成長産業化を実現することで、森林の多面的機能を向上させ、美しく伝統ある山村
を次世代に継承していく必要があります。

政策目標
国産材の供給・利用量の増加
（2,041万㎥（24年度）→ 3,900万㎥（32年度））

＜主な内容＞

１．森林整備加速化・林業再生事業（林業成長産業化総合対策事業）
５３，９４５百万円

各都道府県に設置されている森林整備加速化・林業再生基金を活用し、林業・木
材産業の成長産業化の実現に必要な取組を支援します。

（１）木材需要の創出
①木造公共施設等整備

地方公共団体が策定する木材利用方針に基づき、モデル的な木造公共施設の整
備及び内装木質化を支援します。

②木質バイオマス利用施設等整備
未利用間伐材等の収集・運搬機材、木質チップ・ペレットの製造施設、木質ボ

イラー等の整備を支援するほか、木質バイオマス発電施設本体に対する資金融通
等により支援します。

③地域材新規用途導入促進
型枠合板、窓枠、太陽光パネル架台など、新規分野における木材の利用・供給

体制を確立・普及するための取組等を支援します。

（２）国産材の安定的・効率的な供給体制の構築
①木材加工流通施設等整備

地域材の競争力強化に資する木材加工流通施設等の整備を支援します。

②木材の効率的な供給に向けた路網の整備
森林整備事業により行う間伐等とも連携し、原木の安定的・効率的な供給に不

可欠な路網の整備を支援します。

［平成25年度補正予算の概要］
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③森林境界明確化
路網の整備に必要な森林所有者情報の収集や境界測量等の森林境界明確化を支

援します。

④高性能林業機械等の導入
森林整備の効率的かつ円滑な実施及び低コストで安全な作業システムの確立を

図るために必要な高性能林業機械等の導入等を支援します。

（３）持続的な林業経営の構築
①森林・林業人材育成対策

高性能林業機械等による森林整備を安全かつ円滑に実施できるよう、高性能林
業機械等の操作に従事する者に対する特別教育等を支援します。

②森林獣害防止等対策事業
被害が発生している森林等において、獣害防止ネットやくくりわなの設置等を

支援します。

③原木しいたけ再生回復緊急対策
生産者の安定的な経営のための生産実証、省エネ型施設など生産コストの縮減

や生産性・品質向上に向けた施設の整備、外食産業等への販路開拓や新商品開発
等による新たな需要の創出への取組等を緊急的に支援します。

補助率：定額、１／２
事業実施主体：地方公共団体、民間団体等

２．広域流通体制確立対策（広域流通構想作成） ３７百万円
森林所有者等が広域に連携する協議会等をモデル的に設置し、供給可能量の拡大、

所有者等と大型製材工場等の協定取引、原木の共通規格における仕分けの実施等を
含めた構想の作成等に必要な経費等を支援します。

補助率：定額
事業実施主体：民間団体

３．施業集約化に必要な森林調査等(森林整備地域活動支援交付金)５０２百万円
森林経営計画の作成や森林経営計画に基づいて実施する施業集約化に必要な森林

情報の収集、同意取付け等の活動を支援します。

補助率：定額
事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先：
事業全体 林野庁計画課 （０３－６７４４－２３００）
１（１）の事業 林野庁木材利用課 （０３－６７４４－２２９６）
１（２）①、２の事業 林野庁木材産業課 （０３－３５０２－８０６２）
１（２）②の事業 林野庁整備課 （０３－６７４４－２３０３）
１（２）③、３の事業 林野庁森林利用課 （０３－３５０１－３８４５）
１（２）④、（３）①、③の事業 林野庁経営課 （０３－３５０２－８０４８）
１（３）②の事業 林野庁研究指導課 （０３－３５０２－１０６３）



地域材利活用促進支援対策
【１５，５４１百万円】

対策のポイント
消費税率引上げに伴う木材需要の反動減を回避し、林業・木材産業の成長

産業化を図るため、地域材を使用した住宅・製品等へのポイント付与を通じ
て地域材の需要を喚起する取組や、中高層建築物での利用が期待できるＣＬ
Ｔ（直交集成板）等の開発・普及を加速化させるための取組を支援します。

＜背景／課題＞
・「森林・林業基本計画」に掲げられている「平成32年の木材自給率50％」の実現を目
指すとともに、森林資源が豊富な山村地域の振興を図るためには、年々増加し、本格
的な利用期を迎えている森林資源の利用を拡大していくことが大変重要です。

・消費税引上げに伴う木材需要の反動減を回避し、住宅・製品等における地域材の需要
を喚起する取組や、ＣＬＴ等新製品・新技術の開発・普及を通じた木材需要を創出す
る取組等を支援し、林業・木材産業の成長産業化を図ることが必要です。

政策目標
○国産材の供給・利用量の増加（2,041万m (24年度)→3,900万m (32年度)）3 3

○地域材の需要喚起による木材関連産業の活性化と木材価格の安定

＜主な内容＞
（１）木材利用ポイント事業 １５，０００百万円

対象となる木材を活用した木造住宅の建築、内装・外装木質化、木材製品等の購
入の際に、木材利用ポイントを発行し、地域の農林水産品との交換等を行う取組を
実施します。
実施に当たっては、基金設置団体、全国事務局を設置し、都道府県ごとに設置し

た協議会と連携して、ポイント申請受付、発行、商品交換などを行います。
※ ポイントの発行対象は、木造住宅の新築・増築又は購入、内装・外装木質化工
事、木材製品（対象となる木材を過半使用するほか、一定の要件を満たすもの）、
木質ペレットストーブ・薪ストーブです。

補助率：定額
事業実施主体：公益社団法人国土緑化推進機構

（２）ＣＬＴ等新製品・新技術利用促進事業 ５４１百万円
中高層建築物での利用が期待できるＣＬＴ（直交集成板）等新製品・新技術の開

発・普及を加速化するための強度データ収集等を支援します。

委託費
事業実施主体：民間団体

＜関連対策＞
ＣＬＴ等新製品・新技術実証・展示加速化事業（森林整備加速化・林業再生事業）

５３，９４５百万円の内数
中高層建築物での利用が期待できるＣＬＴ（直交集成板）を活用した建築物の実

証・展示等を支援します。

補助率：１／２
事業実施主体：都道府県

お問い合わせ先：
（１）の事業 林野庁木材利用課（０３－６７４４－２４９６）
（２）の事業 林野庁木材産業課（０３－３５０２－８０６２）

［平成25年度補正予算の概要］



機密性○情報 ○○限り 

地域材利活用促進支援対策（木材利用ポイント事業） 

①木造住宅の新築等 

③木材製品及び 
  木質ペレットストーブ・薪ストーブ 

②内装・外装の木質化 

①購入等 

③ポイント発行 

都道府県協議会 

①地域の農林水産品等 
②農山漁村及び森林における体験型旅行 
③地域商品券、全国商品券等（森林づくり等に対する寄附つき） 
④森林づくり・木づかい活動に対する寄附 
⑤被災地に対する寄附 
④即時交換 
※全国商品券（農林水産品関連商品券を除く。）及び即時交換は 
 付与ポイント数の50％を上限                    

〈木材利用ポイント事業の対象〉 

消費者 

全国事務局 

交換商品提供事業者 

⑥商品発送 

⑤
交
換
申
請
情
報 申請受付

窓口 
（各地に設置） 

②ポイント申請 

国 基金設置法人 

基金管理・制度運営委員会 

補助金交付 

委託 委託 助言等 

ポイント発行対象事業者等の登録 

委託 

④交換申請 

１棟あたり30万ポイント 
（※東日本大震災の特定被災
区域の住宅であって、「全壊」等
と認定された場合は、１棟あた
り５０万ポイント） 

内装及び外装木質化工事の合
計ポイント付与数の上限は30万
ポイント 

有識者委員会 

１製品あたりのポイント付与数
の上限は10万ポイント 
（各製品のポイント付与数は、
事務局ＨＰで公表） 

対象となる木材を活用する等、一定の基準を満
たす以下のもの 



森林整備事業・治山事業（公共）
【４３，８９０百万円】

対策のポイント
林業の成長産業化に資する間伐、路網整備等を推進するとともに、森林の荒廃を

防ぎ、国土保全等の公益的機能を発揮するため、荒廃山地の復旧整備等の国土強靱

化対策を実施します。

＜背景／課題＞

・我が国の森林資源を活かし、林業を成長産業として確立するため、安定的な木材の供

給体制を構築する必要があります。

・集中豪雨等により各地で山地災害が発生しており、荒廃山地の復旧整備を早急に進め

るとともに、森林の公益的機能を発揮させるために必要な措置を講じることにより、

山地防災力を強化する必要があります。

・こうした取組は、二酸化炭素の森林吸収量の算入上限値3.5％（平成25年から平成32

年の平均・1990年を基準）を確保し、我が国の新たな温室効果ガス削減目標3.8％（う

ち約４分の３の2.8％分は森林吸収量・2005年を基準）を達成するためにも必要です。

政策目標
○森林吸収量の確保に向けた間伐の実施（平成25年度から平成32年度までの

８年間の年平均：52万ヘクタール）

○周辺森林の山地災害防止機能等が確保された集落の増加

＜主な内容＞

１．森林整備事業 ２７，３９３百万円
（１）国産材の安定供給体制の構築や森林吸収量の確保のための間伐、路網整備等を推

進します。特に、森林整備加速化・林業再生事業と連携して実施する事業を優先採

択します。

森林環境保全直接支援事業 １２，０００百万円

林業専用道整備対策 ５，０８７百万円

国費率：１０／１０、１／２、３／１０等

事業実施主体：国、都道府県、市町村、森林所有者、（独）森林総合研究所等

（２）治山事業と一体的に行う間伐等の災害に強い森林づくりに資する森林整備を推進

します。

環境林整備事業 １，０００百万円

水源林造成事業 ３，２９８百万円

国費率：１０／１０、３／１０等

事業実施主体：国、都道府県、市町村、（独）森林総合研究所等

［平成25年度補正予算の概要］
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２．治山事業 １６，４９７百万円

（１）集中豪雨や台風等により発生した山地災害箇所等であって、今後の降雨等によ
り人命・財産に被害が及ぶおそれのある森林について、早急に復旧整備を実施しま

す。

また、集中豪雨等により発生した大規模な崩壊箇所等の復旧整備を加速化します。

復旧治山事業 ９，４９１百万円

地すべり事業 １，４３４百万円

治山事業(民有林直轄) ２，０００百万円

国費率：１０／１０、２／３、１／２等

事業実施主体：国、都道府県

（２）火山地域や集落周辺に存する水土保全機能の低下した森林等において、今後の
集中豪雨等による土砂の崩壊・流出や流木の発生を未然に防止する観点から、保安

林の整備を実施します。

また、風浪や病害虫被害等により機能が低下した海岸防災林の再生や津波に対し

粘り強い海岸防災林の整備を実施します。

水源地域等保安林整備事業 ２，０５０百万円

防災林造成事業 ７００百万円

国費率：１０／１０、１／２等

事業実施主体：国、都道府県

（３）既往の治山事業施行地の点検や計画策定を含む治山施設の長寿命化対策を推進
します。

治山事業 １６，４９７百万円の内数

国費率：１０／１０、２／３、１／２等

事業実施主体：国、都道府県

お問い合わせ先：

１の事業 林野庁整備課 （０３－６７４４－２３０３）

２の事業 林野庁治山課 （０３－６７４４－２３０８）



地域材利用促進対策事業、農山漁村における水利施設の耐震化等の老朽化・防災対策事業 

治山施設の整備 

崩壊地 

荒廃地 

崩壊地の復旧 

崩壊地 

保全対象 

 

山地災害の復旧整備や荒廃し
た保安林の整備を早急に進め、
土砂・流木の流出や崩壊など
の災害を防止し、安全・安心
を確保。 

治山事業 

山腹崩壊の発生状況 

治山対策による復旧対策のイメージ 

間伐等の森林整備により、
我が国の森林資源を活かし
た林業の成長産業化を実現
するとともに、森林の公益
的機能を発揮。 

森林整備事業 

間伐 

路網整備 

間伐や路網等の整備 

森林整備事業・治山事業（公共） 806億円（事業費）、439億円（国費） 

 我が国の森林資源を活かした林業の成長産業化の実現に資する安定的な木材の供給体制を構築するとともに、森林吸収
源対策による算入上限値3.5％を確保するため、間伐や路網整備等を推進する。また、集中豪雨等により各地で山地災害
が発生しており、荒廃山地の復旧整備等を早急に進めるとともに、森林の公益的機能を発揮させるために必要な森林の整
備を実施することにより、山地防災力を強化する。 
○『森林整備事業』→ 森林整備加速化・林業再生事業と連携して間伐やこれと一体となった路網整備等を実施するとと

もに、治山事業と一体的に行う間伐等の災害に強い森林づくりに資する森林整備を推進。  
○『治  山  事  業』→ 集中豪雨等による山地災害の被害が住宅・公共施設等に及ぶおそれのある地域における山地防災

力の強化を推進。 



漁業コストの低減対策のうち

漁業コスト構造改革緊急対策
【２２，８６９百万円】

対策のポイント
燃油・配合飼料価格の高騰が続く中、燃油消費量を根本的に削減することに

よる経営の改善に意欲的に取り組む漁業者グループ等を対象に、省燃油活動及

び省エネ型漁業用機器設備の導入を推進するとともに、省エネ漁船の導入等

による漁業の収益性向上を推進し、価格急騰時に補塡金を交付し、漁業・養

殖業の安定と水産物の安定供給を図ります。

＜背景／課題＞

・国民への水産物の安定供給を確保するためには、漁業経営の安定を実現していくこと

が必要です。

・我が国の漁業は、輸入水産物や外国漁船との競合、更には国際規制の影響等が懸念さ

れるほか、近年、燃油・養殖用配合飼料価格の高騰が漁業者の経営を悪化させている

ことから、価格高騰の影響を緩和するためのセーフティーネットの構築や省エネの推

進、国際競争力のある、円安や燃油高・資源状況に振り回されない収益性の高い操業

・生産体制を構築する漁業構造改革の取り組みの推進が必要です。

政策目標

漁業コスト構造改革緊急対策参加漁業者による燃油使用量の10％削減

＜主な内容＞

１．省燃油活動推進事業 ８，０１４百万円

漁業者グループが行う省燃油活動（漁船の燃費向上のための船底状態改善等）を

支援し、燃油コスト削減を図ります。

補助率：定額（定額、１／２以内）

事業実施主体：一般社団法人 漁業経営安定化推進協会

２．省エネ機器等導入推進事業 ２，８３５百万円

漁業者グループが行うＬＥＤ集魚灯等の省エネ型漁業用機器設備の導入に対して

支援します。

補助率：定額（漁業者グループが行う機器設備の導入

費用に対する助成率は１／２以内)

事業実施主体：一般社団法人 漁業経営安定化推進協会

［平成25年度補正予算の概要］



３．漁業経営セーフティーネット構築事業 ９，５００百万円

漁業者と国の拠出により、燃油価格や配合飼料価格が急騰したときに補塡金を交

付します（燃油については、原油価格が「漁業用燃油緊急特別対策」の発動ライン

を超えた場合、上昇分の3/4に国の負担割合を高めて支払います。）。

補助率：定額

事業実施主体：一般社団法人 漁業経営安定化推進協会

４．漁業構造改革総合対策事業 ２，５２０百万円

地域で策定した改革計画に基づき、省エネ漁船と高度な品質管理手法の導入等に取

り組むことにより、漁業の収益性を高め、「もうかる漁業」を実現する取組等を支援

します。

更に、沿岸漁業について、改革計画に基づき、三者以上の漁業者による協業体や新

規就業者を対象とした収益性を高める取組に対し、沿岸漁業の特徴を踏まえて支援す

る仕組みを創設します。

補助率：定額

事業実施主体：特定非営利活動法人 水産業・漁村活性化推進機構

お問い合わせ先：

１～３の事業 水産庁企画課 （０３－６７４４－２３４１）

４の事業 水産庁漁業調整課 （０３－３５０２－８４６９）

［平成25年度補正予算の概要］



   

漁業コストの低減対策のうち漁業コスト構造改革緊急対策 平成25年度補正予算額 
２２，８６９百万円 

 補助対象 ：漁業者・養殖業者 
 補助率 ：定額 
 事業実施主体 ： 一般社団法人 漁業経営安定化推進協会 
   交付先 ： 国 ⇒ 事業実施主体 ⇒ 漁業者・養殖業者 
    その他 
       原油価格・配合飼料価格が、  「７中５平均値 
     ×100%」を超えた場合、 超えた分を補塡。 

（２）漁業経営セーフティーネット構築事業 

 今後の燃油価格高止まりにも耐えうる「効率的な経営体質」への転換を図り、将来にわたって国民へ
の水産物の安定供給を担える「持続的な漁業経営」の実現を支援。 

 ○省エネ型漁業用機器設備の例 

※下線部分は、省エネ型漁業用機器設備導入により見込まれる燃油使用量削減率の例 

約30％削減 約10％削減 約５％削減 

 ①ＬＥＤ集魚灯（サンマ向け）  ②漁船用エンジン（船内機）  ③漁船用エンジン（船外機） 

（１）省燃油活動等推進事業 

① 省燃油活動推進事業 

 補助対象 ：漁業者グループ 
 補助率 ：定額（定額、１／２以内） 
 事業実施主体 ：一般社団法人 漁業経営安定化推進協会 
   交付先 ： 国 ⇒ 事業実施主体 ⇒ 漁業者グループ 
    その他 
       漁業者グループが行う省燃油目的の活動にかかる 
   人件費、用船料等を補助 

② 省エネ機器等導入推進事業 

 補助対象 ：漁業者グループ 
 補助率 ：定額（漁業者グループが行う機器設備の導入費用 
          に対する助成率は１／２以内） 
 事業実施主体 ： 一般社団法人 漁業経営安定化推進協会 
   交付先 ： 国 ⇒ 事業実施主体 ⇒ 漁業者グループ 
    その他 
       漁業者グループが導入する省エネ型漁業用機器設備 
   費用を補助 

 ○省燃油活動の例 
 漁船の燃費向上化（船底の状態改善） 

清掃前 清掃後 

約10％削減 

 ○漁業経営セーフティーネット構築事業 

１：１

国：漁業者
３：１

１：１

＜現行制度＞ ＜特別対策＞
○ 燃油価格や配合飼料価格の高騰に

備えて、漁業者と国又は養殖業者と
国が資金を積立て 

○  燃油については原油価格、 配合飼料

については配合飼料価格が一定の基
準を超えて上昇した場合に、漁業者や
養殖業者に対し、補塡金を支払い（燃
油については、原油価格が特別対策
発動ラインを超えた場合、上昇分の
3/4に国の負担割合を高めて支払い）。 

  

補塡基準 

特別対策
発動ライ
ン 

原油価格 特
別
対
策 

現
行
制
度 



漁業コストの低減対策のうち

「浜の活力再生プラン」策定推進事業
【１５０百万円】

対策のポイント
水産業の持続的な成長産業化を図るため、漁村地域の所得の低迷等、浜ご

との課題を把握し、必要な対応の方向性を明確化するための「浜の活力再生

プラン」を作成する取組を支援します。

＜背景／課題＞

・水産資源等の悪化により疲弊が進んでいる漁村の現状を打破し、浜ごとに再生を図り、

水産業の持続的な成長産業化を図るため、漁村地域の所得や経営力の向上を図る必要が

あります。

政策目標
「浜の活力再生プラン」を策定した漁業地域において、当該プランに基づ

く取組を実施することにより漁村地域の所得が10％以上向上すること。

＜主な内容＞

浜の問題点･課題を把握した上で解決策の検討を行い、水産業を核として地域の活力を

再生するための総合的かつ具体的な取組を定めた計画である「浜の活力再生プラン」の作

成に必要な費用を支援します。

補助率：定額 （１／２相当）

事業実施主体：民間団体

［お問い合わせ先：水産庁防災漁村課 （０３－６７４４－２３９２）］

［平成25年度補正予算の概要］



 
【プラン策定に対する支援】 
○専門家派遣 
○先進地調査 
○地域水産業再生委員会 
   活動経費  等 

「浜の活力再生プラン」による 
漁業・漁村再生プロジェクト 

各地域が主体的に定めた「浜の活力再生プラン」に基づき漁村の活性化や力強い水産
業を実現するための取組等に対して国として積極的な支援を実施。 

     プラン内容を審査し認定 
 
 
 
 
 
 
 

国 

①一定以上の漁家所得向上が
見込まれる 

②資源管理への配慮 
③地域振興策との整合性 

【浜の活力再生プラン】 
○策定主体：地域水産業再生委員会 
        (漁協、市町村等で構成) 
○プランの内容 
  ①対象地域・対象水産物 
  ②生産、加工等に関する具体的改善策 
  ③コスト削減対策 
  ④得られる具体的成果    等 

地域水産業再生委員会（仮称） 

「浜の活力再生プラン」 
策定推進事業（新規） 

関連支援施策の 

目標達成 

プラン認定 

プラン実施の 
指導・助言 

プランの 
認定申請 

国費による
支援 

「浜の活力再生プラン」策定推進事業 
平成２５年度補正予算額 【１５０百万円】 



外国漁船総合対策
【１６，７２２百万円】

対策のポイント
我が国周辺海域における外国漁船の操業に対応するための漁業者の取組み

を支援するとともに、漁業取締体制を強化します。

＜背景／課題＞
・外国漁船による不法操業は、我が国周辺水域における水産資源管理の取組や我が国漁業
者による円滑な漁場利用に対する大きな障害となっています。

・このため、外国漁船の影響を受けている漁場の機能回復や漁業者の経営安定・被害救済
を支援するとともに、漁業取締体制を早急に強化し、我が国漁船の安全操業及び操業秩
序を確保し、我が国漁業の競争力を強化することが必要です。

政策目標
○我が国周辺水域における重要魚種の資源評価結果を各種資源管理施策等へ反
映（毎年度52魚種・84系群））
○漁業取締りの強化等による水産資源の適切な保存及び管理の推進

＜主な内容＞

１．沖縄漁業基金事業 １０，０００百万円
沖縄県の漁業者による外国漁船の操業状況の調査・監視、外国漁船による漁具被害

からの救済等の外国漁船対策を基金により支援します。
補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

２．韓国・中国等外国漁船操業対策事業 ５，０２０百万円
漁業者による外国漁船の投棄漁具等の回収・処分、外国漁船の操業状況の調査・監

視等の外国漁船対策を基金により支援します。
補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

３．漁業取締体制の強化 １，７０２百万円
水産庁所属の漁業調査船「照洋丸」を漁業取締船へ転用し、漁業取締体制の強化等
を図ります。

〔事業実施主体：国〕

お問い合わせ先：
１、２の事業 水産庁漁業調整課（０３－３５０２－８４６９）
３の事業 水産庁管理課 （０３－３５０２－０９４２）

［平成25年度補正予算の概要］



新規就農・経営継承総合支援事業

【９，８７５百万円】

対策のポイント

青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、総合的に支援します。

＜背景／課題＞

・我が国農業は、基幹的農業従事者の平均年齢が66.2歳（平成24年）と高齢化が進展し

ています。

・持続可能な力強い農業を実現するには、２万人／年の青年新規就農者が定着すること

が必要ですが、実際には１万５千人（平成24年：40歳未満）にとどまり、そのうち定

着するのは１万人程度です。

・新規就農し定着する青年農業者を倍増するため、新規就農のための支援策を総合的に

講じる必要があります。

政策目標

青年新規就農者を毎年２万人定着させ、10年後に40代以下の農

業従事者を約40万人に拡大

＜主な内容＞

１．青年就農給付金事業 ７，６８１百万円

青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、青年新規就農者・経営継承者

に対して就農前の研修期間（２年以内）及び経営が不安定な就農直後（５年以内）

の所得を確保する給付金を給付します。

２．農の雇用事業 ２，１９５百万円

青年の農業法人への雇用就農を促進するため、法人が新規就業者に対して実施す

る実践研修等に対して支援（２年間）します。

事業実施主体：都道府県、市町村、民間団体

［お問い合わせ先：経営局就農・女性課 （０３－３５０２－６４６９）］

［平成25年度補正予算の概要］



林業人材育成対策
（「緑の雇用」現場技能者育成対策事業）

【２８１百万円】

対策のポイント
林業分野における雇用の拡大を図るため、「緑の雇用」事業の一環として、

事業体と林業就業希望者との林業就業へのマッチング等を支援します。

＜背景／課題＞

・経済の成長力を底上げし、全国的な成長の果実を地域の隅々まで浸透させるためには、

山村地域の活性化が不可欠であることから、森林という豊富な地域資源を活用できる

林業の成長産業化に向け、若年層を中心とした林業分野の雇用拡大が必要です。

・林業は、高所・急傾斜地における高度な作業技術を要するため、林業労働に対する適

性を見極めることが重要です。

政策目標

平成32年度までに現場管理責任者等5,000人を育成

＜主な内容＞

林業への適性の見極めや林業の作業実態等の理解を通じて事業体と就業希望者双方の

不安を解消するためのトライアル雇用、安定的な雇用体制を整備するための事業体の取

組（能力評価システムの導入）に対する支援の一部先行実施に必要な経費を支援します。

補助率：定額

事業実施主体：全国森林組合連合会

[お問い合わせ先：林野庁経営課 （０３－３５０２－８０４８）]

［平成25年度補正予算の概要］



林業大学校等 
での研修（注１） 

就職活動 

（ハローワーク・
労確センター等） 

就業体験・
林業就業
ガイダンス
等（注２） 

林業体験 
（ボランティア、 
アルバイト等） 

求められる
能力 

初級   ⇒   能力レベル   ⇒   上級 

企画・営業 

現場管理 

現場技能 

○ 就業後における現場技能者のキャリア形成（一例） 

架線集材技能者 
森林作業道作設ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ  

統括現場管理責任者 
（ﾌｫﾚｽﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ） （注２） 

現場管理責任者 
（ﾌｫﾚｽﾄﾘｰﾀﾞｰ） 

（注２） 林業作業士 
（ﾌｫﾚｽﾄﾜｰｶｰ） 

（注２） 

一般作業者 
（新規就業者等） 

高度熟練技能者 

林業人材育成対策（「緑の雇用」現場技能者育成対策事業） 

○ 経済の成長力を底上げするため、森林という豊富な地域資源を循環利用する林業の成長産業化に向け、
林業分野における雇用の拡大が必要。 

○ 林業は、全産業平均と比べ労働災害発生率が高く、高所・急傾斜地での高度な作業技術が必要なため、
林業への適性の見極めや定着できる環境整備が重要。 

トライアル雇用 
（注２） 

○ 林業への就業までの流れ（一例） 

（注１） 緑の青年就業準備給付金事業で支援 

（注２）「緑の雇用」現場技能者育成対策事業（うち新規就業者の確保・育成・キャリアアップ）で支援 

「緑の雇用」事業の一環として①、②を支援。 
①林業への適性の見極めや林業の作業実態等の理解のためトライアル雇用 

②安定的な雇用体制の整備（ex. 経営者と従業員が仕事ぶりや能力を評価する共通の“ものさし”を共有するなど） 

事業体と林業への
就業希望者との
マッチング 



新規漁業就業者総合支援事業
【２５５百万円】

対策のポイント

景気・雇用情勢が厳しい中で、漁業への就業を希望する者への支援を通じ

て、地域漁業の担い手を確保・育成し、雇用の創出に貢献します。

＜背景／課題＞

・漁業従事者の減少・高齢化が進む中で、将来にわたって漁業が持続的に発展していくた

めには、意欲のある新規漁業就業者の確保が重要です。

・漁業就業者の雇用を新たに創出することにより、地域経済の底上げに資することが期待

されます。

政策目標

毎年度2,000人の新規漁業就業者を確保

＜主な内容＞

漁業の就業情報の提供や就業相談会の開催、漁家子弟を含む新規就業希望者の漁業現

場での長期研修（※）等を基金により支援します。

※ 実施期間：雇用型 最長１年、独立型 最長３年

受入漁家の研修指導への助成：9.4～18.8万円／月以内(就業形態による)

実施規模：100人程度

補助率：定額

事業実施主体：一般社団法人 全国漁業就業者確保育成センター

［お問い合わせ先：水産庁企画課 （０３－６７４４－２３４０）］

［平成25年度補正予算の概要］



意欲ある若者が漁業に新規参入し、継続して漁業に携わるための環境を整えるとともに、漁業の高
付加価値化を担う人材を確保・育成し、雇用の創出に貢献する。 

・ＨＰやパンフレットでの就業情報の提供 
 
・各都道府県の就業相談窓口設置 
 
・都市部や地方において、漁業就業のための座
学や体験漁業を実施する就業準備講習会を開催 

 
・都市部や地方の漁業就業相談会において、就
業希望者と漁村との面談(マッチング)を実施 

 漁業経営体に雇用される
研修生の指導者（主に法
人）に、研修経費として、 
月最大14.1万円を助成 
（最長１年間） 
 

漁業活動に必要な技術や経理・税
務、流通・加工、安全操業等の習
得支援 

漁業就業促進情報提供 

技術習得支援 

就業準備 就業・定着促進 

雇用型 独立型 

 独立自営を目指す研修
生の指導者（主に個人）
に、研修経費として、 
月最大１８ .８万円を助成 
（最長３年間） 

長期研修支援 

独立・自営就業 法人・正職員として就業 

平成２５年度補正予算額 ２５５百万円 新規漁業就業者総合支援事業 



水産基盤整備事業（公共）
【１０，９７３百万円】

対策のポイント
・ 国産水産物の輸出拡大を図るため、流通拠点漁港における高度衛生管理
対策など安全で安定した水産物の供給体制の確立を推進します。
・ 自然災害に強く安全で安心に配慮した漁港の整備、老朽化対策を積極的
に推進します。

＜背景／課題＞
・我が国水産物の輸出促進等を図るため、流通の拠点となる漁港における高度衛生管理
対策や水産資源を安定的に確保するための漁場整備が必要です。

・また、近年、地震・津波や台風等の大規模自然災害が頻発しており、漁港施設の耐震
化や耐波・耐津波対策等の防災・減災対策や長寿命化対策が喫緊の課題です。

政策目標
○流通拠点漁港における高度に衛生管理された水産物の取扱量の増加
（29％(平成21年度)→概ね70％（平成28年度））

○流通拠点漁港における陸揚岸壁の耐震化の推進
（20％(平成21年度)→概ね65％（平成28年度））

＜主な内容＞
１．水産物の輸出拡大対策

５，９４５百万円
水産物の輸出促進を図るとともに安全な水産物を安定的に提供できる体制を構築す

るため、漁港における品質・衛生管理対策や水産資源の安定供給のための漁場整備を
推進します。

直轄漁港漁場整備事業 ３，６０９百万円
水産流通基盤整備事業 ４８５百万円
水産生産基盤整備事業 ２００百万円

水産環境整備事業 １，６５１百万円
国費率：10/10（うち漁港管理者2/10等）、1/2等

事業実施主体：国、地方公共団体

２．漁港施設の防災・減災、長寿命化対策
５，０２８百万円

漁港施設の防災・減災や老朽化にかかる機能診断、岸壁の耐震化や防波堤の耐波・
耐津波対策、老朽化した漁港施設の長寿命化・更新等を推進します。

直轄漁港整備事業 １００百万円
水産流通基盤整備事業 ５３４百万円

水産物供給基盤機能保全事業 １，０５５百万円
漁港施設機能強化事業 １，０９６百万円
水産生産基盤整備事業 ２，２４３百万円

国費率：10/10（うち漁港管理者2/10等）、1/2等
事業実施主体：国、地方公共団体

［お問い合わせ先：水産庁計画課 （０３－３５０２－８４９１）］

［平成25年度補正予算の概要］



平成2５年度水産基盤整備にかかる補正予算の概要 

水産物の輸出拡大対策 
    ： ５，９４５百万円  
漁港施設の防災・減災、長寿命化対策 
    ： ５，０２８百万円 
 

合計  ：１０，９７３百万円 

＜基盤整備の加速化＞ 
施設の早期供用開始 
事業完了予定の前倒し 

＜事業効果の早期発現＞ 
 水産物流通機能の強化、漁村

地域の活力増進 
 漁港施設の長寿命化・防災力

強化 

＜水産業の活性化、 
災害に強い地域の実現＞ 

＜政策目標＞ 
○流通拠点漁港における高度に衛生管  
 理された水産物の取扱量の増加 
 （29％（21年度） 
     →概ね70％（28年度）） 
○流通拠点漁港における陸揚岸壁の耐 
 震化割合の増加 
 （20％（21年度） 
     →概ね65％（28年度）） 

１．水産物の輸出拡大対策 

２．漁港施設の防災・減災、長寿命化対策 

衛生管理型漁港の整備 

対策例（コンクリートの腹付け） 
  （上部工の嵩上げ） 

波浪による越波 

老朽化による強度低下 

防波堤の滑動・転倒 

地震による倒壊 

老朽化による強度低下 

岸壁背後の陥没 

軽量材

土圧の軽減

対策例（背後土砂の軽量化） 
         （コンクリートの打直し） 

①防波堤の例 ②岸壁の例 

漁港における陸揚げ状況 

漁船の大型化による陸揚強化 

低水準にある水産資源の回復 
対
策 

漁港における生産力強化への取組 

鳥獣被害の懸念 

混雑による作業動線の錯綜 

連
携
 

対策 対策 



特殊自然災害対策施設緊急整備事業
【６００百万円】

対策のポイント
火山の噴火により著しい被害を受けるおそれがある地域を対象として、降灰被害

に対応するための施設整備等を緊急的・集中的に実施します。

＜背景／課題＞

・我が国は国内に110の活火山を有する世界有数の火山国です。

・近年、桜島や新燃岳などの活動火山の急激な活発化に伴う降灰等により農作物等への

被害が増加しています。

・このため、火山の噴火に伴う農作物等への被害を防除・最小化するために必要な施設

整備等を緊急的・集中的に実施し、災害に強い農村づくりを推進します。

政策目標

降灰による農作物等への被害が発生するおそれのある農地の減少

＜主な内容＞

火山の噴火により著しい被害を受け、又は受けるおそれがあると認められる地域を対象

として、被害を防除・最小化するために必要となる洗浄用機械施設等の整備に対する助成、

その他関連して行う基盤整備等に対する助成を行うことにより、災害に強い農村づくりを

推進します。

補助率：１／２以内

事業実施主体：市町村又は農業者が組織する団体等

［お問い合わせ先：農村振興局防災課 （０３－３５０２－６４３０）］

［平成25年度補正予算の概要］



事 業 の 対 象

事 業 内 容

○ 火山活動の活発化に伴う降灰等により農作物等への被害が発生し、地域経済の基盤として地域生活の安定に欠かせない役
割を果たす農業経営に著しい影響を及ぼしています。

○ このため、火山の噴火により著しい被害を受けるおそれがある地域に対して農作物等への被害を防除・最小化するために必
要な施設整備等を実施し、災害への対応体制を強化します。

趣 旨

○ 「特殊自然災害対策施設緊急整備事業」

○ 活動火山特別措置法に基づき、都道府県知事が策定する防災営農施設整備計画の対
象地域内の、農業者が組織する団体等

補 助 率 等

農業者が組織する団体等が行う
事業に対して、事業費の１／２以
内を補助

農林水産省

【①施設整備等】 【②関連整備等】

被害を防除・最小化させるために
必要な洗浄用機械施設整備等を実施。

整備効果を一層促進させるため、洗浄用水の
供給施設等の関連整備等を一体的に実施。

① 降灰被害を防除・最小化するために必要な洗浄用機械施設整備等を実施
② 関連する整備等を一体的に実施

計画主体
（都道府県）

事業実施主体



災害復旧等事業（公共）
【３７，９３７百万円】

対策のポイント
台風、豪雨等により被災した農林水産業施設・公共土木施設を早期に復旧

するため災害復旧等事業を実施します。

＜背景／課題＞

・我が国は、国土の自然的、地理的条件から、暴風、洪水、高潮、地震等の災害をきわ

めて受けやすい状況下にあり、毎年多くの災害が発生しています。

・生産活動の維持や国土の保全、地域の安全・安心の確保を図るため、被災した施設の

早期復旧が必要です。

・また、被災地域において、再度災害の恐れがある場合、施設の復旧に併せて隣接施設

の改築・補強等が必要です。

政策目標

被災した農林水産業施設・公共土木施設の速やかな復旧整備

＜主な内容＞

１．災害復旧事業 ３４，８２６百万円

被災した農林水産業施設・公共土木施設の復旧整備を実施します。

農業施設災害復旧事業 ２０，５１２百万円

山林施設災害復旧事業 １２，２４６百万円

漁港施設災害復旧事業 ２，０６８百万円

補助率：6.5/10、５/１０、２／３等

事業実施主体：地方公共団体等

２．災害関連事業 ３，１１１百万円

再度災害防止のため、災害復旧事業と併せて残存施設の改築又は補強等を実施し

ます。

農業施設災害関連事業 ９６百万円

山林施設災害関連事業 ２，９９３百万円

漁港施設災害関連事業 ２２百万円

補助率：２／３、50／100等

事業実施主体：地方公共団体等

お問い合わせ先：

農業施設に関すること 農村振興局防災課（０３-６７４４-２２１１）

山林施設に関すること 林野庁治山課 （０３-３５０１-４７５６）

漁港施設に関すること 水産庁防災漁村課（０３-３５０２-５６３８）

［平成25年度補正予算の概要］



農林水産業共同利用施設災害復旧事業
【１４２百万円】

対策のポイント
異常な自然災害により被災した、農林水産業共同利用施設の復旧に要する

経費の一部を国が負担します。
なお、当該災害が政令で激甚災害に指定され、激甚災害法６条の措置が適

用される場合は、補助率の引上げが行われます。

（「農林水産業共同利用施設」について）

・農業協同組合等が所有する施設

農林水産業用の倉庫、加工施設、共同作業場、市場施設、種苗生産施設、養殖施設、

公害防止施設、鳥獣侵入防止施設など

・地方公共団体が所有する施設

種苗生産施設、家畜繁殖施設、共同放牧施設、公害防止施設、鳥獣侵入防止施設

政策目標
被災した農林水産業共同利用施設の速やかな復旧

＜内容＞

１．事業対象となる施設の所有者

農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、

水産業協同組合、農事組合法人、一般社団法人、一般財団法人、地方公共団体

２．助成対象

農業協同組合等が所有する農林水産業共同利用施設で、１箇所の工事の費用が４０

万円（激甚災害法第６条の規定に基づく政令で定める地域（告示地域）内にあっては

１３万円）以上の災害復旧事業

３．補助率等（暫定法第３条、激甚災害法第６条）

補 助 率 等
区 分 採択基準

40万円までの部分 40万円を超える部分

一 般 災 害 40万円以上 ２／１０

告 示 地 域※ 13万円以上 ４／１０ ９／１０
激 甚 災 害

その他の地域 40万円以上 ３／１０ ５／１０

（※告示地域とは激甚災害法施行令第１９条の規定に基づき告示された地域）

【参考】事業の根拠となる法律

・農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律（昭和25年法律169号）

・激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和37年法律150号）

［お問い合わせ先：経営局総務課 （０３－３５０２－６４４２）］

［平成25年度補正予算の概要］



プラムポックスウイルス根絶対策事業
【消費・安全対策交付金（ソフト） ２，９２２百万円】

対策のポイント
プラムポックスウイルス（和名：ウメ輪紋ウイルス）について、今年

度の調査によって各地で感染が確認されたことから、植物防疫法に基づ

く緊急防除を実施し、感染植物等の伐採を行います。

＜背景／課題＞

・ウメやモモなどの重要病害であるプラムポックスウイルス（ＰＰＶ）について、

今年度の全国調査の結果、８都府県26市区町村において感染植物が確認されま

した。このうち、ＰＰＶの感染が広範囲に及ぶ地域については、移動制限等を

伴う緊急防除を実施し、ＰＰＶのまん延防止及び早期根絶を図る必要がありま

す。

※プラムポックスウイルス（ＰＰＶ）とは

和名をウメ輪紋ウイルスといい、ウメ、モモなどの果樹に感染し、果実が

成熟前に落果するなどの経済的な被害を与えるおそれのある重要病害。

政策目標
国内におけるプラムポックスウイルスのまん延防止・早期根絶

＜主な内容＞

緊急防除区域における、ＰＰＶのまん延防止・早期根絶を図るために必要な

感染植物等の伐採・焼却に係る経費（補償費及び処分費）等を支援します。

交付率：定額（10／10）

事業実施主体：東京都、大阪府、兵庫県

[お問い合わせ先：消費・安全局植物防疫課（０３－３５０２－５９７６）]

［平成25年度補正予算の概要］
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